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１ 計画策定の目的 

本区では、男女平等社会を実現するため、平成８年に「男女平等社会実現かつしか

プラン（葛飾区女性行動計画）」を策定しました。その後、平成 16 年に「葛飾区男女

平等推進条例」を施行し、社会情勢や男女平等を取り巻く状況の変化に応じて、第６

次までの男女平等推進計画を策定し、様々な男女平等推進施策を展開してきました。 

そしてこの度、さらなる男女平等社会の実現を目指し、男女平等に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、「葛飾区男女平等推進計画（第７次）」（以下「計画」

という。）を策定します。計画では、男女平等社会実現のための直接的、間接的な取組

を体系化し取りまとめています。 

 

２ 計画の基本理念 

計画の基本理念は、葛飾区男女平等推進条例第３条に則ったものです。 

 

 

３ 計画の性格 

(1) 葛飾区男女平等推進条例の理念を実現するために、同条例第８条に基づき策定し、

「葛飾区男女平等推進計画（第６次）」を継承・発展させた計画です。 

(2) 「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に定める「市町村男女共同参画計画」

に該当する計画です。 

(3) 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に

定められた「市町村基本計画」にあたる「葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護

のための計画（第５次）」を包含します。 

(4) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に定められた

「市町村推進計画」にあたる「葛飾区女性活躍推進計画（第３次）」を包含します。 

(5) 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第８条第３項に定められた「市

町村基本計画」にあたる「（仮称）葛飾区困難女性支援基本計画」を包含します。 

  

第３条 男女平等社会は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。 

(1) 男女が、性別による固定的な役割分担意識又はそれに基づく社会的な制度

若しくは慣行による差別を受けず、自己の意思による多様な生き方の選択を保

障されること。 

(2) 男女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の両立を図ることがで

き、家庭及び社会における役割を果たすことができること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、その意欲と能力に応じ、あらゆる領域

における活動に参画する機会(方針の立案及び決定の過程に参加する機会をい

う。)を保障されること。 
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４ 計画の期間 

令和９(2027)年度から令和 13(2031)年度までの５か年とします。 

５ 計画の背景 

葛飾区男女平等推進計画(第６次)策定(令和４年３月)後における区、国、都の主な

動きは以下のとおりです。 

（１）区の動き 

① 葛飾区基本構想（令和３年策定）及び葛飾区基本計画（令和３年度～令和 12年度）、 

葛飾区中期実施計画（令和６年度～令和９年度）における男女共同参画施策の位置付け 

葛飾区基本構想の基本的な方向性３「人や自然にやさしく、誰もが快適に暮らせ

る美しいまち」、（1）「人にやさしく、誰もが自分らしく暮らせるまち」の中で、「あ

らゆる差別や偏見がなく、全ての人の人権が尊重され、一人一人が持てる個性と能

力を発揮して自分らしい人生を生きられるまちをつくります。」としています。 

葛飾区基本計画では、理念分野、政策１「人権・多様性・平和」、施策１「人権・多様

性」の中で、「人権や多様性が尊重され、全ての人が自分らしく暮らせるまちをつくり

ます」として、男女平等の推進や配偶者等暴力の防止等に取り組むとしています。また、

葛飾区中期実施計画では、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）応援事業」、

「配偶者暴力防止事業」の２つを計画事業として位置付けています。 

② 区民や事業所に向けた男女共同参画の働きかけ 

区民に向けた働きかけとして、誰もが自分らしく生きていける社会に向けての学び

と交流の場である葛飾区男女平等推進センターにおいて、講座・講演会、女性のため

の相談、施設使用、図書資料の閲覧・貸出をしています。また、区民向けの情報紙「こ

んにちは人権」（年１回）を発行し、男女共同参画に関する情報提供を行っています。 

また、区内事業所に向けた働きかけとして、事業所向け情報誌「ＬооＰ」（年１回）

の発行の他、ワーク・ライフ・バランス支援アドバイザー派遣事業等を行っています。 

③ 関連する各分野における計画の策定・改定 

福祉、子育て、健康関連の計画が策定・改定され、保育所の待機児童の解消や家族

介護者への支援などワーク・ライフ・バランスに関わる施策や生涯にわたる健康支

援などの施策が含まれています。 

【主な動き】 

◎「第９期葛飾区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（令和６年度～令和８年度） 

◎「第６期葛飾区高齢者虐待防止・養護者支援計画（令和６年度～令和８年度） 

◎「葛飾区障害者施策推進計画（令和６年度～令和 11 年度）・第７期葛飾区障害福祉計画 

（令和６年度～令和８年度）・第３期葛飾区障害児福祉計画（令和６年度～令和８年度）」 

◎「葛飾区教育振興基本計画」（令和６年度～令和 10年度） 

◎「葛飾区ＳＤＧｓ推進計画」（令和５年度～令和 12年度） 

◎「葛飾区子ども・若者総合計画」（令和７年度～令和 11 年度） 

◎「第３次かつしか健康実現プラン」（令和７年度～令和 12 年度） 
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（２）国の動き 

① 「第６次男女共同参画基本計画」の策定 

第６次男女共同参画基本計画素案の構成は、以下のとおりです。（策定中） 

第６次男女共同参画基本計画の構成 

政策領域 目指すべき社会 策定方針と構成 等 

Ⅰ 

男女共同参画の 

推進による多様 

な幸せ 

（well-being） 

の実現 

①ライフステージに応じて全ての人が希望する働き方を選択できる社
会の実現 

②あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

③ 女性の所得向上と経済的自立の実現 

④ 生涯を通じた男女の健康への支援 

⑤ テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の
推進 

⑥ ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と
被害者支援の充実 

⑦ 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援
と多様性を尊重する環境の整備 

⑧ 防災・復興における男女共同参画の推進 

Ⅱ 

男女共同参画 

社会の実現に 

向けた基盤の 

整備 

⑨ 地域における男女共同参画の状況に応じた取組の推進 

⑩ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 . 

⑪ 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

⑫ 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 . 

Ⅲ 

男女共同参画 

社会の実現に 

向けた推進体制 

の整備・強化 

国内の推進体制の充実・強化、男女共同参画の視点を取り込んだ政
策の企画立案及び実施等の推進 

 

② 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の改正 

求職者へのセクハラ防止が新たに事業主の義務となり、相談窓口の整備や接触ルー

ルの明確化が求められるようになりました。相談に協力した労働者への不利益取扱い

も禁止され、内部協力者の保護が強化されました。また、顧客からの迷惑行為への対

応が義務化され、妊娠・出産・育児を理由とする不利益取扱いの禁止も明確になりま

した。さらに、企業には男女間賃金差異や女性管理職比率の公表が義務づけられ、公

正で安全な就業環境の整備が進められています。（令和７年６月 11日公布・施行） 

 

③ 「次世代育成支援対策推進法」の改正 

男性育休促進や働き方改革を通じて、子育てしやすい社会の実現を目指すもとして、

法律の有効期限が 2035年まで延長され、企業の子育て支援の取り組みが強化されまし

た。一般事業主行動計画では、男性育休取得率や労働時間の状況把握と、これに基づ
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く数値目標の設定が義務化され、計画の実効性が高められています。また、「くるみん」

などの認定制度も見直され、男性育休取得率の基準引き上げや労働時間に関する基準

の改善、有期雇用労働者の育休取得状況の評価追加など、実質的な取り組みを行う企

業がより適切に評価される仕組みとなりました。（令和６年５月 30 日公布・令和７年

４月１日施行） 

 

④ 「育児・介護休業法」の改正 

育児・介護休業法の改正により、育児や介護と仕事を両立しやすい環境を整備する

ための制度が大幅に強化され、2025 年４月および 10 月から段階的に施行されること

となりました。今回の改正は、男性の育児休業取得促進や介護離職の防止、さらに柔

軟な働き方の実現を目的としています。 

育児分野では、2025年４月から「子の看護休暇」の対象が拡大され、取得可能な子

の年齢が従来の「小学校就学前」から「小学校３年生修了まで」へと広がります。ま

た、学級閉鎖や学校行事など、取得理由も拡大されました。さらに、残業免除の対象年

齢も「3歳未満」から「小学校就学前」までに拡大され、より長い期間にわたり柔軟な

働き方が可能となります。加えて、３歳未満の子を育てる労働者がテレワークを選択

できるよう、企業に対して努力義務が課されました。 

介護分野では、介護休暇の対象範囲が広がるとともに、企業に対して介護離職を防

ぐための雇用環境整備が義務化されます。また、介護を行う労働者がテレワークを利

用できるようにする努力義務が新たに設けられ、介護と仕事の両立を支援する体制が

強化されました。介護が必要となった労働者に対しては、企業が制度の説明や意向確

認を個別に行うことも義務化されます。 

さらに 2025 年 10 月からは、３歳から小学校就学前の子を育てる労働者に対し、企

業が柔軟な働き方を提供することが義務づけられます。具体的には、始業時刻の変更、

テレワーク、企業内保育所の設置、子育て目的の特別休暇、短時間勤務制度のうち、少

なくとも２つ以上を整備する必要があります。また、妊娠・出産時および子が３歳に

なるまでの間に、企業が労働者へ制度説明と意向確認を行うことも義務化されました。

（令和６年５月 31日改正、令和７年４月１日から段階施行） 

 

⑤ 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の施行 

教育職員等による児童生徒への性暴力やわいせつ行為（児童生徒性暴力等）を防止

し、被害を受けた児童生徒を保護するための法律で、児童生徒の尊厳と権利利益を守

ることを目的としています。この法律は、性暴力の定義を明確にし、学校内外での防

止策、早期発見、迅速な対応、そして被害を受けた教職員への厳格な処分（懲戒免職な

ど）、免許失効後の再免許付与に関する特例などを定めており、関係機関が連携して総

合的に対策を進めることを義務付けています。（令和３年６月４日公布・令和４年４月

１日施行） 
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⑥ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援法）」の施行 

女性が女性であることにより様々な問題に直面する現状を改善し、人権が尊重され、

安心且つ自立して暮らせる社会の実現を目的とし、困難な問題を抱える女性が、自身

の意思に基づいた支援を受けられるようにすること等を通し、福祉の更なる推進を図

るとしています。（令和４年５月 25日公布、令和６年４月１日施行） 

 

⑦ 「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」の施行 

「子どもの貧困対策推進法」の名称を改め、貧困そのものの解消を目指す法律とし

て、こどもが貧困によって適切な養育・教育・医療を受けられない状況を防ぐことを

明確化にし、孤立防止や体験機会の確保など、こどもの権利を重視した内容へと強化

されました。国と自治体はこどもの権利を守りつつ、貧困解消に向けた施策をより総

合的に進めることが義務づけられました。（令和４年６月 22日公布、令和５年４月１日

施行） 

 

⑧ 「こども基本法」の施行 

こどもに関する施策を総合的に進めるための初めての基本法として、憲法や児童の

権利条約の理念を踏まえ、こどもの権利保障や最善の利益の確保、意見表明の機会の

保障などが法的に明確化し、国・自治体・社会全体が取り組むこども施策の基本的な

方向性が示されました。施行と同時にこども家庭庁が設置され、国の施策を一元的に

調整する体制を整え、国にはこども施策の基本方針となる「こども大綱」の策定が義

務づけ、こどもや子育て当事者の意見を政策に反映する仕組みも法定化さました。（令

和４年６月 15日制定、令和５年４月１日施行） 

 

⑨ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」の改正 

保護命令の対象を精神的ＤＶ被害者も拡大、命令期間の延長、電話等禁止命令の対

象行為にＳＮＳ・位置情報取得等も追加、被害者の子への命令創設、違反時の罰則強

化で、精神的暴力への対応強化と保護の実効性向上が図られました。（令和５年５月 19

日改正、令和６年４月１日施行） 

 

⑩ 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関す

る法律（ＬＧＢＴ理解増進法）」の公布・施行 

性的マイノリティの人々が生きづらさを感じている現状を踏まえ、性的指向（好き

になる性別）やジェンダーアイデンティティ（性自認）の多様性について国民の理解

を深め、誰もが尊重され共生できる社会の実現を目指すことを目的としています。不

当な差別はあってはならないという認識のもと、国や地方公共団体、事業主などが理

解促進のための施策を進めることを定めています。（令和５年６月２３日公布、施行） 
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⑪ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の期限延長 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律等の一部を改正する法律」において、令和８年３月 31日までとなっていた「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」の期限を令和 18

年まで延長することになりました。（令和７年６月 11日公布、令和８年４月１日施行） 

 

⑫ 「独立法人男女共同参画機構法（整備法）及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行

に伴う関係法律の整備に関する法律」の成立 

「「独立行政法人男女共同参画機構法」の施行を円滑にし、男女共同参画社会基本法

をはじめとする関連法規に必要な改正を加え、独立行政法人男女共同参画機構（旧国

立女性教育会館）が効果的に業務を行えるようにするための法律です。この法律によ

り、男女共同参画社会基本法第 18条が改正され、男女共同参画センターが「関係者相

互間の連携・協働を促進する拠点」として法的に位置づけられ、その機能強化が図ら

れました。（令和７年６月 27日改正、令和８年４月１日施行）  
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（３）都の動き 

① 「東京都男女平等参画推進総合計画」の改定 

「東京都女性活躍推進計画」と「東京都配偶者暴力対策基本計画」の両計画で構成

する「東京都男女平等参画推進総合計画」が改定され、誰もが安心して働き続けられ

る社会の仕組みづくり、根強い固定的性別役割分担意識等の変革、男女間のあらゆる

暴力の根絶の取組を強化・加速することとしています。（令和４年３月 31日策定） 

 

② 「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の改正 

性的指向や性自認を理由とする差別解消とパートナーシップ宣誓制度の導入を目的

として、一部改正されました。この改正により、LGBTQ+当事者が暮らしやすい環境整

備が進み、都職員共済組合などでも制度が適用され、多様な人々が尊重される社会を

目指す動きが加速しています。（令和４年 11月１日改正、令和６年 11月１日施行） 

 

③ 「第２期東京都性自認及び性的指向に関する基本計画」の策定 

「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」第５

条の規定に基づき、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消並びに啓発な

どの推進を図るために策定され、基本方針として性的マイノリティ当事者に寄り添う、

多様な性に関する相互理解を一層推進する、東京に集う誰もが共に支えあう共生社会

「インクルーシブシティ東京」の実現を目指すことが掲げられています。（令和５年３

月 29日策定） 

 

④ 「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画」の

策定 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」及び「困難な問題を抱える女性

への支援のための施策に関する基本的な方針」の内容を踏まえ、困難な問題を抱える

女性の人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とし、困難な問

題を抱える女性が、本人の意思が尊重されながら、安全にかつ安心して自立した生活

を送ることができる東京の実現を目指すことが掲げられています。（令和６年３月 29

日策定） 

 

⑤ 「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の制定 

対等な立場での相互尊重を通じてカスタマー・ハラスメントのない社会を実現するこ

とを目的として制定されました、事業者・都民・行政がそれぞれの役割を担い、顧客か

らの暴言・威圧・過度な要求などによって就業者の人格や尊厳が侵害されることを防ぎ、

安全で健康的に働ける環境を確保することが挙げられています。（令和６年 10月４日成

立・令和７年４月１日施行）  
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計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

葛飾区男女平等推進条

例 ・葛飾区男女平等推進計画（第７次） 

・葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護のための計画（第５次） 

・葛飾区女性活躍推進計画（第３次） 

・(仮称)葛飾区困難女性支援基本計画（第１次） 

令和９年度～令和 13年度 

【国】 【東京都】 

施策の連携 

人権尊重・男女平等推進施策を位置づけ 

▪ 男女共同参画社会基本法（平成１１年度～） 

▪ 第５次男女共同参画基本計画（令和２年度～） 

▪ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律（平成１３年度～） 

▪ 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律（平成２７年度～） 

▪ 困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律（令和６年度～） 

▪ 東京都男女平等参画基本条例 

▪ 東京都男女平等参画推進総合計画 

（令和４年度～令和８年度） 

 ・東京都女性活躍推進計画 

 ・東京都配偶者暴力対策基本計画 

▪ 困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する東京都基本計画 

（令和６年度～令和１０年度） 

葛飾区基本構想 

葛飾区基本計画 
（令和３年度～令和１２年度） 

葛飾区中期実施計画 

（令和６年度～令和９年度） 

▪ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第 15条に定められる 

▪ 葛飾区職員活きいきワークライフ推進計画（特定事業主行動計画）（令和３年度～令和７年度） 

▪ 第９期葛飾区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度） 

▪ 第６期葛飾区高齢者虐待防止・養護者支援計画（令和６年度～令和１１年度） 

▪ 葛飾区障害者施策推進計画（令和６年度～令和１１年度） 

▪ 第７期葛飾区障害福祉計画（令和６年度～令和１１年度） 

▪ 第３期葛飾区障害児福祉計画（令和６年度～令和８年度） 

▪ 葛飾区教育振興基本計画（令和６年度～令和１０年度） 

▪ 葛飾区ＳＤＧｓ推進計画（令和５年度～令和１２年度） 

▪ 葛飾区子ども・若者計画（令和７年度～令和１１年度） 

▪ 第３次かつしか健康実現プラン（令和７年度～令和１２年度） 
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また、「葛飾区基本計画」では、ＳＤＧｓの理念を取り入れており、本計画もこの方

針に基づき、ＳＤＧｓの目標を踏まえて策定しています。 

 

 

 

資料：「Johan Rockström and Pavan Sukhdev present new way of viewing the Sustainable Development 

Goals and how they are all linked to food.」をもとに作成。 

 

 

  

パートナーシップで
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社会圏

経済圏
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第２章 葛飾区の男女平等推進の現状 
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１ 少子・高齢化と世帯の変化 

（１）年齢３区分別人口の推移 

葛飾区の人口は微増傾向にあり、令和８年１月１日現在 472,558人となっています。 

年齢３区分別の人口構成比をみると、生産年齢人口が微増する一方、年少人口、高齢者

人口は減少しています。世帯数は、令和８年１月１日現在 256,910 世帯で令和４年から

17,288世帯増加しています。一方、世帯人員数は 1.84人と減少しています。 

 

図表 年齢３区分別人口の推移（葛飾区） 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 

 

 

図表  世帯数及び世帯人員の推移（葛飾区） 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）  
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（２）合計特殊出生率 

葛飾区の合計特殊出生率は、平成 27 年以降、減少傾向となっており、令和６年は 1.03

となっています。全国の 1.15を下回っていますが、東京都の 0.69を上回っています。 

 

図表 合計特殊出生率の推移（葛飾区、東京都、全国） 

  

資料：葛飾区・東京都 東京都人口動態統計、国 人口動態統計(各年１月１日現在) 

 

 

（３）高齢化率 

葛飾区の高齢化率は、全国と比較すると上昇率は緩やかな減少傾向にあり、令和７年は

24.1％となっています。全国の 29.3％を下回っていますが、東京都の 22.5％を上回ってい

ます。 

 

図表 高齢化率の推移（葛飾区、東京都、全国） 

  

資料：葛飾区・東京都 住民基本台帳、国 人口推計（各年１月１日現在）  
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２ 女性の労働と男女平等推進 

（１）女性の労働力率 

葛飾区の女性の労働力率は、64 歳から 84 歳までで東京都、全国をともに上回っていま

す。一方、20 歳から 64 歳までは、全国を下回っています。 

女性労働力率の推移をみると、40歳～54歳はやや下降傾向にあります。一方、55歳以降

の労働力率は上昇しています。 

 

図表 女性の労働力率（葛飾区、東京都、全国） 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

 

図表 女性の労働力率の推移（葛飾区） 

 

資料：国勢調査（平成 22、27、令和２年） 
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（２）審議会・委員会等への女性の参画状況 

葛飾区の審議会・委員会委員に占める女性の割合は、「地方自治法第 202条の３に定める

審議会※１」は 31.2％で、東京都特別区合計よりも高くなっていますが、東京都よりは低く

なっています。「地方自治法第 180 条の５に定める委員会※２」は 15.4％で、東京都、東京

都特別区合計よりも低くなっています。その他審議会等は 30.2％で、東京都、東京都特別

区合計よりも低くなっています。 

 

図表 審議会・委員会等の女性の参画状況（葛飾区、東京都） 

  

※令和７年４月１日現在 
※東京都については、令和６年４月１日現在 

資料：東京都男女平等参画 区市町村の男女平等参画推進状況 
※１：第 202 条の３（職務・組織・設置） 

① 普通地方公共団体の執行機関の付属機関は、法律若しくはこれに基づく法令又は条例の定めるところにより、

その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 

② 付属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。 

③ 付属機関の庶務は、法律又はこれに基づく政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関におい

て掌るものとする。 

※２：第 180 条の 5（委員会及び委員の設置）（④～⑧は省略） 

① 執行機関として法律の定めるとところによる普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、

左の通りである。 

一 教育委員会 

二 選挙管理委員会 

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては公平委員会 

四 監査委員 

② 前項に掲げるものの外、執行域間として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会

は、左のとおりである。 

一 公安委員会 

二 労働委員会 

三 収用委員会 

四 海区漁業調整委員会 

五 内水面漁場管理委員会 

③ 第 1 項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるとところにより市町村に置かなければならない委

員会は、左のとおりである。 

一 農業委員会 

二 固定資産評価審査委員会 

  

（人、％）

委員
総数

女性
委員数

割合
（％）

委員
総数

女性
委員数

割合
（％）

委員
総数

女性
委員数

割合
（％）

葛飾区 695 217 31.2% 26 4 15.4% 341 103 30.2%

#DIV/0! #DIV/0!
東京都
特別区合計

16,958 5,235 30.9% 465 117 25.2% 19,443 6,916 35.6%

東京都
市町村合計

13,623 4,179 30.7% 974 190 19.5% 10,923 4,286 39.2%

東京都
区市町村合計

30,581 9,414 30.8% 1,439 307 21.3% 30,366 11,202 36.9%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

東京都 1,267 606 47.8% 96 28 29.2% 1,089 505 46.4%

地方自治法（第202条の３）

に定める審議会※１

地方自治法（第180条の５）

に定める委員会※２ その他審議会等
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３ 配偶者等からの暴力 

（１）葛飾区のＤＶ相談件数 

葛飾区男女平等推進センターにおけるＤＶ相談件数は、令和５年度までは減少傾向にあ

りましたが、令和６年度は増加しています。 

 

図表 葛飾区男女平等推進センターにおけるＤＶ相談件数 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度※ 

相談件数 444件 336件 308件 362件 320件 

※令和７年 12月末現在 

資料：葛飾区 

 

（２）東京都内のＤＶ相談件数 

配偶者暴力の相談件数について、区市町村の合計は令和２年度以降では減少傾向であり、

令和６年度は 38,713件となっています。都支援センターの合計は大きな増減はなく、警視

庁の令和６年度は 9,174件と増加傾向にあります。 

 

図表 都内各相談機関における配偶者暴力相談件数の推移（東京都） 

  

資料：東京都生活文化局調べ  
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４ 男女平等推進を取り巻く状況 

（１）男女共同参画に対する実感 

葛飾区政策・施策マーケティング調査によると、男女共同参画社会が進んでいると思う

人の割合は、令和３年では 33.6％でしたが、以降増加しており、令和７年では 51.9％と半

数を超えています。 

 

図表 男女の共同参画が進んでいると思う割合の推移（葛飾区） 

 

資料：葛飾区政策・施策マーケティング調査報告書（令和２年から令和７年） 

  

51.9

47.7

45.6

43.9

33.6

41.5

44.7

48.2

51.7

52.8

60.3

53.2

3.4

4.1

2.7

3.3

6.2

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年（2025）

（ｎ＝1,628）

令和６年（2024）

（ｎ＝1,598）

令和５年（2023）

（ｎ＝1,685）

令和４年（2022）

（ｎ＝1,781）

令和３年（2021）

（ｎ＝1,785）

令和２年（2020）

（ｎ＝2,098）

はい いいえ 無回答
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（２）男女平等社会実現のために充実すべき施策 

「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査」では、男女平等社会実現のために充実すべ

き施策についてたずねています。 

全体では、「病気や緊急時に、家事・育児・介護を手助けする制度の充実（62.1％）」が最

も多く、「子育て・育児に関する支援の充実（48.9％）」、「高齢者・障害者介護に関する支援

の充実（48.6％）」が続いています。男女別にみてもこれらの項目が上位にあがっています。 

 

図表 男女平等社会実現のために充実すべき施策（全体、性別：複数回答） 

 

資料：葛飾区男女平等に関する意識と実態調査（令和７年） 

  

66.1

47.9

50.0

27.0

28.6

28.1

24.9

25.6

20.7

22.1

18.4

15.0

14.3

12.4

1.6

6.7

3.5

56.0

49.5

45.8

37.2

26.4

26.0

23.5

20.2

22.7

18.8

19.9

14.8

15.5

12.3

1.4

10.1

1.1

0% 20% 40% 60% 80%

病気や緊急時に、家事・育児・

介護を手助けする制度の充実

子育て・育児に関する支援の充実

高齢者・障害者介護

に関する支援の充実

学校における男女平等教育の推進

男性向けの育児や介護

などに関する講座の開催

労働（パート・内職を含む）に関

する情報の提供と相談の充実

区職員の男女平等意識づくり

女性のための各種相談の充実

社会参画をめざす女性の人材育成

夫やパートナーからの暴力

の防止および支援の実施

審議会などへの女性

の積極的な登用

女性の自主的活動

や研究活動への支援

女性の自立や男女平等に関する

講座・講演会や交流イベントの充実

情報誌やパンフレット

などの情報提供の充実

その他

特にない

不明

女性(N=434)

男性(N=277)

62.1

48.9

48.6

31.3

27.8

27.2

24.4

23.6

21.7

21.0

19.2

15.1

14.9

12.5

1.7

7.9

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

病気や緊急時に、家事・育児・

介護を手助けする制度の充実

子育て・育児に関する支援の充実

高齢者・障害者介護

に関する支援の充実

学校における男女平等教育の推進

男性向けの育児や介護

などに関する講座の開催

労働（パート・内職を含む）に関

する情報の提供と相談の充実

区職員の男女平等意識づくり

女性のための各種相談の充実

社会参画をめざす女性の人材育成

夫やパートナーからの暴力

の防止および支援の実施

審議会などへの女性

の積極的な登用

女性の自主的活動

や研究活動への支援

女性の自立や男女平等に関する

講座・講演会や交流イベントの充実

情報誌やパンフレット

などの情報提供の充実

その他

特にない

不明

全体(N=720)
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１ 基本目標と推進体制 

 

男女平等の意識を高め、性別にかかわらず誰もが社会のあらゆる分野に参画できる社

会の実現を目指します。 

 

◆課題と施策の方向性 

 男女平等社会の実現に向け、国・都・区において多様な取組が継続的に進められてきまし

たが、依然としてあらゆる分野における女性の参画は十分とはいえません。令和７年「葛飾

区政策・施策マーケティング調査」において、男女の共同参画が進んでいると思う人の割合

は、令和３年以降増加し、令和７年では 51.9％と半数を超えており、近年、社会全体でジェ

ンダー平等への関心が高まり、働き方改革や育児・介護と仕事の両立支援など制度面の改善

が進んでいる一方で、「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査（令和７年）」では、各場面

における男女の地位の不平等感は「政治の場」「社会通念・慣習・しきたりなど」、「全体とし

て、現在の日本では」で「男性が優遇されている」が７割を超え、ほとんどの場面で「男性が

優遇されている」が依然多くなっています。また、地域活動としての防災において、災害時

の避難所運営の参画や生活の役割分担やなどへも女性の視点が不可欠となっています。 

 目標１では、男女平等教育のさらなる充実を図り、幼稚園・保育園、小中学校など幼少期

からのジェンダー平等意識の形成を一層推進します。また、講座や講演会、地域イベントな

ど多様な機会を通じて、区民の男女共同参画に対する理解と関心を高めます。 

また、地域活動、防災対策、まちづくりなどあらゆる分野において女性の視点が反映され

るよう、参画の場を広げるとともに、審議会等における男女の意見がバランスよく反映され

る体制づくりを進め、政策・方針決定過程への女性の参画を着実に拡充します。 

 

  

目標１ 男女平等意識を高め、男女共同参画を推進 

課題１ 

あらゆる年代・分野における 

男女共同参画の推進 

(1) 学校等における男女平等教育の推進 

(2) 家庭や地域における男女平等意識の向上 

(３) 地域活動における男女共同参画の推進 

(４) 女性の視点を積極的に取り入れた防災対策の推進 

(５) 政策・方針決定過程への女性参画の拡大 

【課題】 【施策の方向】 
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ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が図られ、すべての人が自分自身を大

切に、心身ともに健康で充実した生活が送れる社会の実現を目指します。 

 

◆課題と施策の方向性 

 職場、家庭、地域などあらゆる場面で男女が個性と能力を発揮できる社会の実現は、男女

平等社会に不可欠です。近年、共働き世帯の増加や男性の育児休業取得率の上昇など、働き

方や家庭の在り方に変化が見られる一方で、依然として女性が出産・育児を機に就労継続を

断念せざるを得ない状況や、家事・育児・介護などの家庭内役割が女性に偏りがちな状況は

大きく改善していません。また、男性の家庭参画は広がりつつあるものの、長時間労働や固

定的な性別役割意識により、希望しても十分に家庭生活に関われないという課題も残ってい

ます。 

「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査（令和７年）」では、女性の働き方の希望として、

「子育ての時期だけ一時辞めて、その後はまた仕事を持つ」や「結婚・出産にかかわらず、ず

っと仕事を持つ」との回答が男女ともに前回調査から増加している一方、女性では家事など

の分担でほとんどを担っていること、男性では現実の生活の中で仕事のみ優先している方が

おり、家庭生活に参加できていないことがあげられています。 

 目標２では、希望するライフスタイルを選択できるよう、ワーク・ライフ・バランスの実

現や仕事と子育て・介護等との両立に向けた取組を行うとともに、企業へ労働環境改善、女

性の職業生活継続のための支援を行います。また、家庭内での女性に対する家事の分担の偏

りは、女性の活躍の実現を困難にする要因の一つとなります。そのため、男性の家事や子育

ての参加に向けた意識啓発や参画支援を図ります。 

  

目標２ 自分自身を大切にし、希望するライフスタイルを選択できるよう支援 

課題２-① 
ワーク・ライフ・バランス 
（仕事と生活の調和）の推進 

(1) ワーク・ライフ・バランスの実現 

(2) 仕事と子育て・介護等との両立支援 

課題２-② 
家庭における男女の役割意識
の変革と共同参画の促進 
と参画支援 

(3) 企業の労働環境改善に向けた支援 

(4) 女性の職業生活継続のための支援 

男性の家事や子育てへの参加促進 

【課題】 【施策の方向】 
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 あらゆる暴力とハラスメントを防止し、被害者の早期発見と安全確保に取り組むとと

もに、生活上困難な状況を解消し、誰もが安全・安心して暮らせる社会の実現を目指し

ます。 

 

◆課題と施策の方向性 

配偶者（事実婚を含む）や生活の本拠を共にする交際相手からの暴力に加え、ストーカー、

デジタル技術を悪用したリベンジポルノやオンライン上の性暴力など、あらゆる暴力の防止

と被害者保護に関する法制度の整備が進んでいます。しかし、女性に対する暴力の相談件数

は依然として増加傾向にあり、警察が対応する深刻な事案も増えています。また、ＳＮＳを

通じた誹謗中傷や性的な画像要求など、新たな形態の暴力も顕在化しており、早期発見と未

然防止の重要性が一層高まっています。 

自分自身を大切に生活するためには、心身ともに健康を維持していくことが必要です。ラ

イフステージに応じた適切な健康支援を図るとともに、性と生殖に関する啓発や支援も進め

ます。さらに、物価高騰や雇用環境の変化など社会経済状況の影響により、家庭内でのスト

レス増大や孤立が深まり、相談につながりにくい状況が生じていることも課題です。こうし

た背景から、「暴力を許さない」という社会的意識の醸成とともに、誰もが相談しやすい体制

を整備し、地域全体で被害を防ぐ環境づくりが求められています。 

目標３では、あらゆる暴力の根絶に向け、配偶者暴力の未然防止と早期発見、相談体制の

さらなる充実、被害者の安全確保と自立支援に取り組みます。また、性暴力やセクシュアル

ハラスメント、パワーハラスメント、オンライン上のハラスメントなど多様化する被害に対

応し、予防啓発と支援体制の強化を図ります。 

加えて、ひとり親家庭、非正規雇用労働者、障害のある女性、日本に住む外国人、高齢単身

女性、子どもの貧困など、これら複合的に困難を抱えている人々が増えており、その生活状

況は深刻です。これらの課題に対し、生活の安定と自立を支える支援を充実させ、誰もが安

全・安心に暮らせる地域社会の実現に向けて環境整備を進めます。 

 

  

目標３ 誰もが安全・安心して暮らせる環境を整備 

課題３-② 
あらゆる暴力の根絶 

(1) 配偶者等からの暴力の未然防止と早期発見 

(2) 相談体制の充実 

課題３-③ 
生活上困難な状況を解消する 
ための取組促進 

(3) 被害者の安全確保と自立に向けた支援 

(4) 性暴力・ハラスメントの防止 

 自立と安定した暮らしに向けた環境整備 

【課題】 【施策の方向】 

(1) ライフステージに応じた健康づくりの推進 

(2) 性と生殖に関する啓発・支援 

課題３-① 
生涯を通じた健康支援 
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多様な性・生き方を認める人権が尊重され、誰もが平等でともに支え合いながら暮ら

していける社会の実現を目指します。 

 

◆課題と施策の方向性 

ＳＤＧｓの 17の目標の一つである「ジェンダー平等を実現しよう」に示されているように、

性自認や性的指向を含む性の多様性を尊重する社会的機運は近年さらに高まっています。学

校や職場、地域社会においても、性のあり方に関する理解促進の取組が広がりつつあります

が、一方で、偏見や誤解に基づく差別的言動、ＳＮＳ 上での誹謗中傷など、新たな課題も顕

在化しています。 

「葛飾区男女平等に関する意識と実態調査（令和７年）」では、4.3％が自分の性別に悩ん

だ経験があると回答し、その背景として「男らしさ・女らしさを求められたこと」が多く挙

げられていました。固定的な性別役割意識やジェンダー規範により、生きづらさを抱える人

が少なくありません。性の多様性を前提とした環境整備や、互いの個性と違いを尊重し合う

社会づくりが引き続き求められています。 

目標４では、性自認や性的指向など性の多様性に対する理解促進と支援を進めるとともに、

人権尊重の意識を高め、誰もが安心して自分らしく生きられる平等な社会の実現を目指しま

す。学校・地域・職場などあらゆる場面での啓発を強化し、相談しやすい体制づくりや、差別

や偏見を生まない環境整備に取り組みます。 

 

 

  

目標４ 互いの人権を尊重し、平等な社会を実現 

課題４ 
多様性の尊重 

(1) 性の多様性への理解促進・支援 

【課題】 【施策の方向】 

(2) 互いの個性や違いを認め合う人権尊重の意識づくり 
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男女平等・男女共同参画の実現に向けて、男女平等推進センター機能の充実を図ると

ともに、区・区民・民間団体との協働による推進体制を強化します。また、区だけでは解

決できない課題を解決するため、国・東京都等との連携を進めます。 

 

◆課題と施策の方向性 

男女平等・男女共同参画の実現に向けて、葛飾区の拠点施設である男女平等推進センター

は、区民や事業者に対し、男女平等やジェンダーに関する正確な情報提供や学習機会の充実

を図る役割を一層担っています。近年、社会全体でジェンダー平等への関心が高まる一方、

情報の多様化やデジタル化の進展により、区民が必要とする知識や支援の内容も幅広くなっ

ており、センターによる効果的な発信と学びの場の提供が求められています。 

また、支援を必要とする人が適切な支援につながるためには、相談機能の充実が不可欠で

す。ＤＶ、性暴力、ハラスメント、性の多様性に関する悩みなど、相談内容は複雑化・多様化

しており、専門的な対応力の強化や関係機関との連携が重要となっています。さらに、地域

団体や事業者、学校などとの協働を進め、地域全体で男女共同参画を推進する体制づくりが

求められています。 

計画の推進にあたっては、施策の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて改善を行う進

行管理を継続的に実施します。社会情勢の変化や区民ニーズの多様化に対応しながら、柔軟

かつ効果的に施策を展開していくことが重要です。 

また、区だけでは解決が難しい課題も多く存在することから、法制度の整備や規制の在り

方については、国・東京都をはじめとする関係機関と連携し、男女平等・男女共同参画の実

現に向けた推進体制をより強固なものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進体制 男女平等・男女共同参画の実現に向けた推進体制 

課題５-① 
推進体制強化 

(1) 男女平等推進センター機能の充実 

(2) 区・区民・民間団体間の連携と協働 

課題５-② 
国・東京都との連携 

【課題】 【施策の方向】 
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２ 計画の体系 

基本理念 基本目標 課 題

男女平等社会は、次に掲げる

基本理念に基づき推進され

なければならない。

ー葛飾区男女平等推進条例

第３条－

（１） 男女が、性別によ

る固定的な役割分担意

識又はそれに基づく社

会的な制度若しくは慣

行による差別を受けず、

自己の意識による多様

な生き方の選択を保証

されること。

（２） 男女が、協力し合

うことにより、家庭生活

と社会生活の両立を図

ることができ、家庭及び

社会における役割を果

たすことができること。

（３） 男女が、社会の対

等な構成員として、そ

の意欲と能力に応じ、

あらゆる領域における

活動に参画する機会

(方針の立案及び決定

の過程に参加する機会

をいう。)を保障される

こと。

目標１

男女平等意識を高め、

男女共同参画を推進

目標２

自分自身を大切にし、

希望するライフスタイル

を選択できるよう支援

目標３

誰もが安全・安心して

暮らせる環境を整備

目標４

互いの人権を尊重し、

平等な社会を実現

男女平等・男女共同

参画の実現に向けた

推進体制

課題 あらゆる年代・分野における

男女平等参画の推進

課題① ワーク・ライフ・ バランスの

推進 （仕事と生活の調和）

課題② 家庭における男女の役割意識

の変革と共同参画の促進

課題① 生涯を通じた健康支援

課題② あらゆる暴力の根絶

課題③ 生活上困難な状況を解消

するための取組促進

課題 多様性の尊重

課題① 推進体制の強化

課題② 国・東京都との連携

施策の方向

(2)家庭や地域における男女平等意識の向上

（１）学校等における男女平等教育の推進

(３)地域活動における男女共同参画の推進

(４)女性の視点を積極的に取り入れた防災対策

の

(５)政策・方針決定過程への女性参画の拡大

(1)ワーク・ライフ・バランスの実現

(2)仕事と子育て・介護等との両立支援

(3)企業の労働環境改善に向けた支援

(4)女性の職業生活継続のための支援

男性の家事や子育てへの参加促進

(1)ライフステージに応じた健康づくりの推進

(2)性と生殖に関する啓発・支援

(1)配偶者等からの暴力の未然防止と早期発見

(2)相談体制の充実

(3)被害者の安全確保と自立に向けた支援

(4)性暴力・ハラスメントの防止

自立と安定した暮らしに向けた環境整備

(1)性の多様性への理解促進・支援

(2)互いの個性や多様な生き方を認め合う

人権尊重の意識づくり

(1)男女平等推進センター機能の充実

(2)区・区民・民間団体間の連携と協働

成果指標

男女平等の進度で「十分

平等になってきている」 と

「かなり平等になってきて

いる」の合計回答割合

審議会等における

女性委員の割合

ワーク・ライフ・バランスの

希望と現実の差

家事などの分担で男性の

「いつもしている」の回答

割合

※「ワーク・ライフ・バランスの希望と現実の差」とは、

『「仕事」と「家庭生活」』、『「仕事」と「地域・ 個人の生活」』、

『「仕事」と「家庭生活」と「地域 ・個人の生活」』の優先度に

おける希望と現実の差の合計を表します。

「ＤＶ被害者の相談窓口

が行政にあることを知っ

ている」の回答割合

ＤＶ被害者が「相談した

ことがある」の回答割合

セクハラ被害者が「相談

したことがある」の回答

割合

性の多様性について 「ＬＧＢ

Ｔ」「LGBTQ+」という言葉

を「知っている」の回答割合

日常生活の中で「差別があ

ると感じていない」の 回答

葛飾区女性活躍推進計画（第２次） 葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護のための計画（第４

(仮称)葛飾区困難女性支援基本計画（第１次）

31.9%
（令和7年

40.0%
以上

（令和12年度）

40.0%
以上

（令和12年度）

15ポイント
以下

（令和12年度）

全項目

で増加
（令和12年度）

60.0%
以上

（令和13年報告

40.0%
以上

（令和12年度）

40.0%
以上

（令和12年度）

95.0%
以上

（令和12年度）

70.9%
以上

（令和13年報告

－

令和７年度第４回審議会で 
検討中 



 

31 

 

 

 

基本理念 基本目標 課 題

男女平等社会は、次に掲げる

基本理念に基づき推進され

なければならない。

ー葛飾区男女平等推進条例

第３条－

（１） 男女が、性別によ

る固定的な役割分担意

識又はそれに基づく社

会的な制度若しくは慣

行による差別を受けず、

自己の意識による多様

な生き方の選択を保証

されること。

（２） 男女が、協力し合

うことにより、家庭生活

と社会生活の両立を図

ることができ、家庭及び

社会における役割を果

たすことができること。

（３） 男女が、社会の対

等な構成員として、そ

の意欲と能力に応じ、

あらゆる領域における

活動に参画する機会

(方針の立案及び決定

の過程に参加する機会

をいう。)を保障される

こと。

目標１

男女平等意識を高め、

男女共同参画を推進

目標２

自分自身を大切にし、

希望するライフスタイル

を選択できるよう支援

目標３

誰もが安全・安心して

暮らせる環境を整備

目標４

互いの人権を尊重し、

平等な社会を実現

男女平等・男女共同

参画の実現に向けた

推進体制

課題 あらゆる年代・分野における

男女平等参画の推進

課題① ワーク・ライフ・ バランスの

推進 （仕事と生活の調和）

課題② 家庭における男女の役割意識

の変革と共同参画の促進

課題① 生涯を通じた健康支援

課題② あらゆる暴力の根絶

課題③ 生活上困難な状況を解消

するための取組促進

課題 多様性の尊重

課題① 推進体制の強化

課題② 国・東京都との連携

施策の方向

(2)家庭や地域における男女平等意識の向上

（１）学校等における男女平等教育の推進

(３)地域活動における男女共同参画の推進

(４)女性の視点を積極的に取り入れた防災対策

の

(５)政策・方針決定過程への女性参画の拡大

(1)ワーク・ライフ・バランスの実現

(2)仕事と子育て・介護等との両立支援

(3)企業の労働環境改善に向けた支援

(4)女性の職業生活継続のための支援

男性の家事や子育てへの参加促進

(1)ライフステージに応じた健康づくりの推進

(2)性と生殖に関する啓発・支援

(1)配偶者等からの暴力の未然防止と早期発見

(2)相談体制の充実

(3)被害者の安全確保と自立に向けた支援

(4)性暴力・ハラスメントの防止

自立と安定した暮らしに向けた環境整備

(1)性の多様性への理解促進・支援

(2)互いの個性や多様な生き方を認め合う

人権尊重の意識づくり

(1)男女平等推進センター機能の充実

(2)区・区民・民間団体間の連携と協働

成果指標

男女平等の進度で「十分

平等になってきている」 と

「かなり平等になってきて

いる」の合計回答割合

審議会等における

女性委員の割合

ワーク・ライフ・バランスの

希望と現実の差

家事などの分担で男性の

「いつもしている」の回答

割合

※「ワーク・ライフ・バランスの希望と現実の差」とは、

『「仕事」と「家庭生活」』、『「仕事」と「地域・ 個人の生活」』、

『「仕事」と「家庭生活」と「地域 ・個人の生活」』の優先度に

おける希望と現実の差の合計を表します。

「ＤＶ被害者の相談窓口

が行政にあることを知っ

ている」の回答割合

ＤＶ被害者が「相談した

ことがある」の回答割合

セクハラ被害者が「相談

したことがある」の回答

割合

性の多様性について 「ＬＧ

ＢＴまたはLGBTQ+という

言葉を「知っている」の回

答割合

日常生活の中で「差別があ

ると感じていない」の 回答

葛飾区女性活躍推進計画（第２次） 葛飾区配偶者暴力の防止及び被害者保護のための計画（第４

(仮称)葛飾区困難女性支援基本計画（第１次）

31.9%
（令和7年度）

40.0%
以上

（令和12年度）

40.0%
以上

（令和13年度）

12.5ポイント

以下
（令和12年度）

全項目

で増加
（令和12年度）

60.0%
以上

（令和13年報告値）

40.0%
以上

（令和12年度）

40.0%
以上

（令和12年度）

95.0%
以上

（令和12年度）

70.9%
以上

（令和13年報告

30.5%
（令和7年度）

14.4ポイント
（令和7年度）

11項目中

４項目が増加
（令和7年度）

66.7%
（令和7年度）

37.3%
（令和7年度）

29.0%
（令和7年度）

54.7%
（令和7年度）

82.1%
（令和7年度）
※両方知っている

43.6％

※LGBTのみ知っ

ている 38.5％

令和７年度第４回審議会で検討中 



 

32 

  



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 事業一覧 
 

  



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
  



 

36 

１ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 

この条約の締約国は、 

国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認している

ことに留意し、 

世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人

間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による

差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し

ていることに留意し、 

人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女

に平等の権利を確保する義務を負っていることに留意し、 

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを

憂慮し、 

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等

の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁

栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを

一層困難にするものであることを想起し、 

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受

する機会が最も少ないことを憂慮し、 

衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、国による占領及び支

配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 

国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）

の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮

小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外

国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重するこ

とが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、 

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限

に参加することを必要としていることを確信し、 

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかった女子の大きな貢献、母性の社会的重要

性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべ

きではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要

であることを認識し、 

女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあ

らゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、 

次のとおり協定した。 

 

第１部 

第１条 

この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社

会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男女

の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的

を有するものをいう。 

 

第２条 

締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手

段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。 
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(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、

男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。 

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をとるこ

と。 

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公

の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。 

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従って

行動することを確保すること。 

(e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 

(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措

置（立法を含む。）をとること。 

(g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。 

第３条 

締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等

を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開

発及び向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義

する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維

持し続けることとなってはならず、これらの措置は，機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されな

ければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条約に規定する措置を含む。）をとることは、差別

と解してはならない。 

第５条 

締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 

(a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その

他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 

(b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における

男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考

慮するものとする。 

第６条 

締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法

を含む。）をとる。 

 

第２部 

第７条 

締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる

ものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。 

(a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に選挙される資格を有

する権利 

(b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びすべての

公務を遂行する権利 

(c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利 

第８条 

締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件

でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。 

第９条 

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外

国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻

に強制することとならないことを確保する。 

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。 
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第３部 

第 10 条 

締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平

等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置

をとる。 

(a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一

の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる

種類の職業訓練において確保されなければならない。 

(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を

享受する機会 

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目

的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導

計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。 

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

(e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）、特に、男女間に存在する教育上の格差をでき

る限り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会 

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子のための計画を策定すること。 

(g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機会 

(h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を享受

する機会 

第 11 条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、雇用の分野にお

ける女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利 

(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。）についての権利 

(c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働に係るすべての給付及び条件についての権利

並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

(d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価

に関する取扱いの平等についての権利 

(e) 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労働不能の場合における社会保障）についての

権利及び有給休暇についての権利 

(f) 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を

確保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。 

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して

禁止すること。 

(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴

わない母性休暇を導入すること。 

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必要な補

助的な社会的サービスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励すること。 

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては、当該女子に対して特別の保護を

与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、

必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。 

第 12 条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確保

することを目的として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサービス（必要な場合

には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。 

第 13 条 
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締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社

会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) 家族給付についての権利 

(b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権利 

(c) レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利 

第 14 条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生存のために果たしている重要な役割（貨幣

化されていない経済の部門における労働を含む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対するこの条約の適

用を確保するためのすべての適当な措置をとる。 

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を

受けることを確保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

るものとし、特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。 

(a) すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利 

(b) 適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウンセリング及びサ−ビスを含む。）を享受する権利 

(c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

(d) 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実用

的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、すべての地域サービス及び普及サービスからの利益を享受す

る権利 

(e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組織する権

利 

(f) あらゆる地域活動に参加する権利 

(g) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計

画において平等な待遇を享受する権利 

(h) 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する権利 

 

第４部 

第 15 条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。 

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同

一の機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理することにつき女子に対して男子と平等の権

利を与えるものとし、裁判所における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。 

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的文書（種

類のいかんを問わない。）を無効とすることに同意する。 

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関する法律において男女に同一の権利を与える。 

第 16 条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当

な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。 

(a) 婚姻をする同一の権利 

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利 

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任 

(d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを問わない。）としての同一の権利及び責任。

あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能

にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利 

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権

利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む。） 

(h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分すること

に関する配偶者双方の同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の

登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければならない。 
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第５部 

第 17 条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は 18 人の、35 番目の締約国による批准又は加

入の後は 23人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門家で構成する。

委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当

たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されるこ

とを考慮に入れる。 

２ 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民

の中から１人を指名することができる。 

３ 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後６箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長

は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも３箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を２箇月以内

に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿（これらの者を指

名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、締約国に送付する。 

４ 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。こ

の会合は、締約国の３分の２をもって定足数とする。この会合においては，出席しかつ投票する締約国の代表に

よって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得て指名された者をもって委員会に選出された委員とす

る。 

５ 委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち９人の委員の

任期は、２年で終了するものとし、これらの９人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員長によりくじ

引きで選ばれる。 

６ 委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35 番目の批准又は加入の後、２から４までの規定に従って行う。こ

の時に選出された追加的な委員のうち２人の委員の任期は、２年で終了するものとし、これらの２人の委員は、

委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。 

７ 締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行することができなくなった場合には、その空席

を補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する。 

８ 委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い，同総会の承認を得

て、国際連合の財源から報酬を受ける。 

９ 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供す

る。 

第 18 条 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措

置によりもたらされた進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事務総長に提出することを約

束する。 

(a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から１年以内 

(b) その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要請するとき。 

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害を記載することができる。 

第 19 条 

１ 委員会は、手続規則を採択する。 

２ 委員会は、役員を２年の任期で選出する。 

第 20 条 

１ 委員会は、第 18 条の規定により提出される報告を検討するために原則として毎年２週間を超えない期間会合

する。 

２ 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。 

第 21 条 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際連合総会に報告するものとし、また、締約国から

得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び

一般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報告に記載する。 

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人の地位委員会に送付する。 

第 22 条 
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専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す

権利を有する。委員会は、専門機関に対し、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を

提出するよう要請することができる。 

 

第６部 

第 23 条 

この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって男女の平等の達成に一層貢献するものに影響を

及ぼすものではない。 

(a) 締約国の法令 

(b) 締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定 

第 24 条 

締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な実現を達成するためのすべての必要な措置をとること

を約束する。 

第 25 条 

１ この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 

２ 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。 

３ この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 

４ この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託するこ

とによって行う。 

第 26 条 

１ いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの条約の改正を要請する

ことができる。 

２ 国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があるときは、その措置を決定する。 

第 27 条 

１ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後 30 日目の日に効力を生ず

る。 

２ この条約は、20 番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又

は加入書が寄託された日の後 30 日目の日に効力を生ずる。 

第 28 条 

１ 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。 

２ この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 

３ 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総長は、その

撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、受領された日に効力を生ずる。 

第 29 条 

１ この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によって解決されないものは、いずれかの紛争当事

国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から６箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に

達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託するこ

とができる。 

２ 各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への加入の際に、１の規定に拘束されない旨を宣言

することができる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において１の規定に拘束されない。 

３ ２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでもその留保を撤

回することができる。 

第 30 条 

この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合

事務総長に寄託する。 

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 

 

 

※この条約は 1981年 9月 3日に国際的に発効され、日本は 1985年 6月 25日に批准しました。  
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２ 男女共同参画社会基本法 

平成十一年六月二十三日法律第七十八号 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号 

令和 七年 六月二十七日同 第 八十号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組

が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男

女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置

付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重

要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方

公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定

する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のい

ずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取

扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され

ることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等

を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会

の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における

活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 
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（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男

女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共

同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき
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は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実

施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の

男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必

要な措置を講じなければならない。 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動

を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の促進その他の関係者相互間の連

携と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点とし

ての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業

務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、

養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推

進するように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の

交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 
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第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未

満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視

又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対

しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政

令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定

により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもっ

て存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員で

ある者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日に

おける旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長で

ある者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条

第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理す

る委員として指名されたものとみなす。 
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３ 葛飾区男女平等推進条例 

平成 16年 3月 29 日 

条例第 3 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条―第 6 条) 

第 2 章 男女平等推進施策(第 7 条・第 8 条) 

第 3 章 男女平等推進審議会(第 9 条―第 14 条) 

第 4 章 男女平等苦情調整委員会(第 15 条―第 22 条) 

第 5 章 雑則(第 23 条) 

付則 

 

私たちは、すべての年代において、性による差別を受けることなく、女性も男性も多様な生き方を選択し、協力

し合い、豊かな家庭生活や社会生活を営むことができる地域社会の実現を願っている。 

もとより、個人の尊厳と法の下の平等は、日本国憲法で保障されているところである。また、世界人権宣言及び

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約も、性による差別を禁止している。 

これらを受けて、わが国においては、男女差別を禁止する種々の法律が制定され、法律上は、男女の平等が保障

されている。また、葛飾区においては、男女平等社会実現かつしかプランを策定し、積極的に男女平等社会を推進

するための施策に取り組んできたところである。しかし、今なお、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づ

く社会的な制度や慣行が残されており、そのために、人としての尊厳を保ちつつ、自らの選択に基づく多様な生き

方を追求することが阻害されている状況がある。 

ここに私たちは、男女が、生まれながらに持つ身体の違いを認めつつも、互いに人格を尊重し合い、その個性と

能力を十分に発揮し、協力し合う男女平等社会の実現を図るため、この条例を制定する。 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女平等社会の推進に関し、基本理念を定め、葛飾区(以下「区」という。)、区民及び事業

者等の責務を明らかにするとともに、区の基本的な施策を定めることにより、すべての区民が、多様な生き方を

選択し、協力し合い、豊かな家庭生活や社会生活を営むことができる地域社会を築くことを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女平等社会 男女が、性別による固定的な役割分担意識又はそれに基づく社会的な制度若しくは慣行に

よる差別を受けず、自らの生き方を自らが主体的に選択し、対等な構成員として協力し合うことのできる社

会をいう。 

(2) 区民 日本国籍を有するか否かにかかわらず、区内に在住し、在勤し、又は在学するすべての個人をいう。 

(3) 事業者等 区内に事務所又は事業所を有するもの及び区内において社会的活動を行う団体をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 男女平等社会は、次に掲げる基本理念(次条において「基本理念」という。)に基づき推進されなければな

らない。 

(1) 男女が、性別による固定的な役割分担意識又はそれに基づく社会的な制度若しくは慣行による差別を受け

ず、自己の意思による多様な生き方の選択を保障されること。 

(2) 男女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の両立を図ることができ、家庭及び社会における役

割を果たすことができること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、その意欲と能力に応じ、あらゆる領域における活動に参画する機会

(方針の立案及び決定の過程に参加する機会をいう。)を保障されること。 

(区の責務) 

第 4 条 区は、基本理念に則り、男女平等社会を推進するための施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するも

のとする。 

2 区は、区の施策又は事業を基本理念に則り実施するものとする。 

3 区は、区民及び事業者等が男女平等社会の推進に向けて積極的に取り組むことができるように、それぞれの連
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携に努めるとともに、国、東京都、他の地方公共団体その他の関係機関と協力するものとする。 

4 区は、男女平等社会を推進するに当たり、国際社会及び国内の動向と協調しつつ、これに取り組むように努め

るものとする。 

(区民の責務) 

第 5 条 区民は、男女平等社会についての理解を深め、その推進に向けて取り組むように努めるものとする。 

2 区民は、区が行う男女平等社会を推進するための施策又は事業に協力するように努めるものとする。 

(事業者等の責務) 

第 6 条 事業者等は、事業活動又は社会的活動(次条第 4 号において「事業活動等」という。)を行うに当たり、男

女平等社会についての理解を深め、その推進に向けて取り組むように努めるものとする。 

2 事業者等は、区が行う男女平等社会を推進するための施策又は事業に協力するように努めるものとする。 

第 2 章 男女平等推進施策 

(男女平等推進施策) 

第 7 条 区は、男女平等社会を推進するため、次に掲げる施策(以下「男女平等推進施策」という。)を行うものと

する。 

(1) 男女平等社会の推進に必要な事項の調査研究、普及及び広報に関する施策 

(2) 男女が、協力し合うことにより、家庭生活と社会生活の両立を図ることができ、家庭及び社会における役

割を果たすための支援に関する施策 

(3) 男女が、性別にかかわりなく、区の審議会等の委員に登用され、区政に参画するための施策 

(4) 男女が、性別にかかわりなく、事業者等が行う事業活動等において適正な評価を受け、その意欲と能力に

応じて、事業活動等に参画するための施策 

(5) 女性の社会的、精神的及び経済的自立の支援に関する施策 

(6) 家庭内等において、配偶者等に対し著しい身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為及びセクシュア

ル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受け

た個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。)を防止するための施策 

(7) 前各号に掲げるもののほか、男女平等社会を推進するために必要な施策 

(推進計画) 

第 8 条 区長は、男女平等推進施策を総合的に進めるための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとす

る。 

2 区長は、推進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、区民及び事業者等の意見を反映することがで

きるように適切な措置を講ずるとともに、葛飾区男女平等推進審議会に諮問しなければならない。 

3 区長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。 

4 区長は、推進計画の進捗状況について、毎年 1 回、葛飾区男女平等推進審議会に報告するとともに、これを公

表しなければならない。 

第 3 章 男女平等推進審議会 

(設置) 

第 9 条 男女平等推進施策を推進するため、区長の附属機関として、葛飾区男女平等推進審議会(以下この章にお

いて「審議会」という。)を置く。 

(職務) 

第 10 条 審議会は、区長の諮問に応じ、男女平等推進施策に関する重要な事項及び推進計画の策定又は変更につ

いて審議し、答申する。 

2 審議会は、区長の求めに応じ、男女平等推進施策に関する事項及び推進計画の進捗状況について、意見を述べ

ることができる。 

3 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料

を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

(組織) 

第 11 条 審議会は、区長が任命する委員 17 人以内をもって組織する。 

(任期) 

第 12 条 審議会の委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

(会議) 

第 13 条 審議会の会議は、公開とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 
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(委任) 

第 14 条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

第 4 章 男女平等苦情調整委員会 

(設置) 

第 15 条 男女平等社会の推進を阻害する事項に関し区民から申立てのあった苦情(次条において「苦情」という。)

を適正に処理するため、区長の附属機関として、葛飾区男女平等苦情調整委員会(以下この章において「苦情調

整委員会」という。)を置く。 

(職務等) 

第 16 条 苦情調整委員会は、区長の求めに応じ、苦情について調査し、審議し、必要があると認めるときは、当

該苦情に関係するものに対し助言、是正の要望その他の措置を講ずるように区長に意見を述べることができる。 

2 苦情調整委員会は、男女平等社会の推進を阻害する状況があると認めるときは、区長の求めがない場合におい

ても、調査し、審議し、意見を述べることができる。 

3 苦情調整委員会は、調査又は審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他の関係人の出席を

求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

4 区長は、第 1 項の規定により調査及び審議を求めたか否かにかかわらず、苦情の内容及びその処理について、

苦情調整委員会に報告するものとする。 

(任命) 

第 17 条 苦情調整委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、3 人以内とし、人格が高潔で社会的

信望が厚く、男女平等社会の推進に関し優れた識見を有する者のうちから区長が任命する。 

(任期) 

第 18 条 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(解任) 

第 19 条 区長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その

他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解任することができる。 

2 委員は、前項の規定による場合を除いては、その意に反して解任されることがない。 

(会議) 

第 20 条 苦情調整委員会の会議は、非公開とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 

(守秘義務) 

第 21 条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(委任) 

第 22 条 この章に定めるもののほか、苦情調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

第 5 章 雑則 

(委任) 

第 23 条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

付則 

この条例は、平成 16 年 4 月 1日から施行する。ただし、第 3 章及び第 4 章の規定は、葛飾区規則で定める日か

ら施行する。 

(平成 16 年規則第 53 号で平成 16年 6月 1 日から施行) 

(平成 16 年規則第 72 号で平成 16年 10 月 1 日から施行) 
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４ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成十三年法律第三十一号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条の四） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十一条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向け

た取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済

が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立

が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなってい

る。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を

保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際

社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体

に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の

事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援する

ことを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において

「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以

下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本

計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び民
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間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し

なければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、関係地方

公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言

その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての

機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹

介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第

五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由

がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 
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第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。 

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機

関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者（第五項

において「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するよう努めなけ

ればならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者

に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において

同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努め

なければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ

たと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができ

る。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかっ

たと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有す

る情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に

対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行う

とともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力

の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、

方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者

からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、

当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防

止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものと

する。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務

所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、
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被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関

係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を

図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けた

ときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を

告知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に限る。以下この条並び

に第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及び

第十二条第一項第二号から第四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は

心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令

の効力が生じた日から起算して一年間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他

その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた

日から起算して一年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる行為をしてはならないことを命ずるも

のとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通

信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電

気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信

を行うために必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送

信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態

に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、

図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。）に係

る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記

録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間

情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下こ

の号及び次号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下こ

の項において同じ。）（第十一号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。）により記録され、

又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識別情報送信装置（当該装置を識別する情報を送信する機

能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置（位置情報記録・送信装置その

他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものをいう。）の位置に係る位置情報を利

用して、その所在する地点又は区域の位置を特定するために用いられる装置をいう。以下この号及び次号に

おいて同じ。）（同号に規定する行為がされた位置特定用識別情報送信装置を含む。）の位置に係る位置情報を
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取得すること。 

十一 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置（以

下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。）を取り付けること、位置情報記録・送信装置等を

取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為

として政令で定める行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号

において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動

を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日

から起算して一年を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項

第二号から第十一号までに掲げる行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等

をファクシミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該

子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被

害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第四号

において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情が

あることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要が

あると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、当

該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場

所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付

近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親

族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、す

ることができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかけるこ

と及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号

に規定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気

通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害

を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第十八

条第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二

条第二項第二号及び第十八条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日から起算して二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分

建物（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。）の所有者

又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と共に生活の

本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相手

方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄

に属する。 
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２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載

した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた

ときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を

受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において「三項命令」とい

う。）の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため当該三項命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助

若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者で

あった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者であった者

からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援助

若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項第五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げる

事項の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる事

項についての申立人の供述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録で公証人法（明治四十一年法律第五十

三号）第五十三条第一項又は第五十九条第三項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保護

命令」という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発するこ

とができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があ

るときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある
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場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援

助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものと

する。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるも

のとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申

立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求

めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に

対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたと

きは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。た

だし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも

送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立て等」という。）

のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。次項及び第四項において同じ。）をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁

判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含

む。）については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁

判所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）と申立て等をする者

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立

て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定

を適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名又

は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をすることとされているものについては、

当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところ

により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、

当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄

写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の

送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決

定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡

しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄す

る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第

二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された

配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しく
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は保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命

令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずるこ

とができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第十条第二項から第四項までの規定に

よる命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発せ

られているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力

の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内

容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用

する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命

令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二項から第四項までの規定による命令にあっては

接近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日以後において、退去等命令にあっては当該退去

等命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した日以後において、これらの命令を受けた者が申し立て、

当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合に

ついて準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令が

効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を発した裁判所

に対し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の取消しの申立てをす

ることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かな

ければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶

者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由によ

り当該発せられた命令の期間までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の退去等命令を

再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発するものとする。ただし、当該退去

等命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退去等命令を発

しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項各号列記以外の部分中「事

項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、同項第三号中「事項に」とあるのは「事項及び第十

八条第一項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」とあるのは「事項並びに第十八条第一項本文の事情に」

とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ

の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手
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方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相

手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない

限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編から第四編までの規定（同法第七十一条第二項、第九十一条の

二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三

款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第

三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項

並びに第二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第百十二条第

一項本文 

前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受ける

べき者に交付すべき旨の裁判所

の掲示場への掲示を始めた 

第百十二条第

一項ただし書 

前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 

第百十三条 書類又は電磁的記録 書類 

記載又は記録 記載 

第百十一条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受ける

べき者に交付すべき旨の裁判所

の掲示場への掲示を始めた 

第百三十三条

の三第一項 

記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面 

当該書面又は電磁的記録 当該書面 

又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記

録 

その他これに類する書面 

第百五十一条

第二項及び第

二百三十一条

の二第二項 

方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を

使用する方法 

方法 

第百六十条第

一項 

最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書（期日

又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録

及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定に

より裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同

じ。） 

調書 

第百六十条第

三項 

前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内

容に 

調書の記載について 

第百六十条第

四項 

第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書 

当該電子調書 当該調書 

第百六十条の

二第一項 

前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調

書の内容 

調書の記載 

第百六十条の

二第二項 

その旨をファイルに記録して 調書を作成して 

第二百五条第

三項 

事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項

若しくは同項の記録媒体に記録された事項 

事項 

第二百十五条

第四項 

事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事

項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 

事項 

第二百三十一

条の三第二項 

若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報

処理組織を使用する 

又は送付する 

第二百六十一

条第四項 

電子調書 調書 

記録しなければ 記載しなければ 
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（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め

る。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関

係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害

者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮

をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深める

ために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発

に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生の

ための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保

護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次号に

掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければな

らない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第

一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における

共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある相

手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が

当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及

び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定（同条を除く。）中「配偶者からの

暴力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 配偶者 第二十八条の二に規定する

関係にある相手（以下「特定

関係者」という。） 
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 、被害者 、被害者（特定関係者からの

暴力を受けた者をいう。以下

同じ。） 

第六条第一項 

 

配偶者又は配偶者

であった者 

特定関係者又は特定関係者

であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十条の二、第十一条第

二項第二号及び第三項第二号、第十二条第一項第一号か

ら第四号まで並びに第二項第一号及び第二号並びに第

十八条第一項 

配偶者 特定関係者 

第十条第一項、第十条の二並びに第十二条第一項第一号

及び第二項第一号 

離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消さ

れた場合 

第二十八条の二に規定する

関係を解消した場合 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定に

よるものを含む。第三十一条において同じ。）に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円

以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項若しくは第二項（第二十八条の二において準用

する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談

し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十

二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相

談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
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５ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成二十七年法律第六十四号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分

に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかに

するとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権

が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊

かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自

らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の

変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担

等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の

健康上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければな

らない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生

活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える

影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他

の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨

として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思

が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次条及

び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要

な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施

する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 
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第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関

する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項にお

いて「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行

動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の

策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が

百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 
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３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における活

躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採

用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につい

て、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場

合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生

労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである

旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供す

る物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及

び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消す

ことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動

計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における

男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業

務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律

第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する

ものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条第一項及

び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 
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第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取

り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三

百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該

承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三

十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律に

より設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を

直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員で

ある中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する

相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うため

の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承

認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十

八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用す

る同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二

項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条

第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者

の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ

うとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法

について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるもの

とする。 
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第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に

占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職

員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、厚

生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業

における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げ

る情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公

表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助

言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものと
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して内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財

政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その

他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予

算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に

関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項にお

いて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業

生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う

国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国

が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活にお

ける活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」

という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委

託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えるこ

とができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図る

ことにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事

業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告

を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表を
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した第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般

事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告

をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働

大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）

及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密について

は、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお

その効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係

る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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６ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和四年法律第五十二号 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等（第七条・第八条） 

第三章 女性相談支援センターによる支援等（第九条―第十五条） 

第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 

第五章 罰則（第二十三条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直

面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、も

って人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その

他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女

性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな

らない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題

を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた

最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康

の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施さ

れるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な

施策を講ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に

応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなけれ

ばならない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地

方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会福

祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児

童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機

関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭

和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警

察、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援セ

ンターをいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）その他の関係機関と

の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 
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（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方

針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本

計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策

の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市

町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な

助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」とい

う。）は、女性相談支援センターを設置することができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものと

する。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応

ずること又は第十一条第一項に規定する女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を

抱える女性及びその同伴する家族。次号から第五号まで及び第十二条第一項において同じ。）の緊急時におけ

る安全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助

を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童

の保育等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、その支援の対象となる者の抱えている問題及びそ

の背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏まえながら、最適な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保護を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合

に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとす

る。 
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８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由

がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童

の状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に

関する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる

事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生

活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これら

の者を当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又

は通知しなければならない。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第二十条第一項（第四号から第六号まで

を除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号において同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、そ

の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職

員（以下「女性相談支援員」という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第二号に

おいて同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の

登用に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復

を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退

所した者について相談その他の援助を行うこと（以下「自立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自

立支援施設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又

は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、

当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主

性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、イ

ンターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支

援に関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重

しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権

擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める人権擁護委員、保護司法（昭和二十五年法律第二百四

号）に定める保護司及び更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）に定める更生保護事業を営む者は、この法

律の施行に関し、女性相談支援センター及び女性相談支援員に協力するものとする。 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、

関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援

に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者（以下この

条において「関係機関等」という。）により構成される会議（以下この条において「支援調整会議」という。）を

組織するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うと

ともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うものとする。 
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３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に

対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由が

なく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解

を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵かん養に資する教育及

び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受けることができるように

するための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心

身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための

措置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成

及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必

要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三

号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時保護（同条第七項に規定する厚生労働大臣が定め

る基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及び

これに伴い必要な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女

性への支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱

える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助

することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の

範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用（前

条第一項第六号の委託及び同条第三項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。）の全部又は一部を補助す

ることができる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同

項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 
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２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるもの（女性

相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲

げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用並びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定に

より補助した金額の全部又は一部を補助することができる。 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五

十万円以下の罰金に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日又は児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六

十六号）の公布の日のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

理等に関する法律（令和四年法律第六十八号）の公布の日のいずれか遅い日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組

みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第七条第一項から第三

項までの規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、同条第四項の

規定の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において、第七条第一項から第三項までの規定に

より定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定による遺留金

品の措置については、なお従前の例による。この場合において、これらに関する事務は、法務省令で定める法務

省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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７ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

昭和四十七年法律第百十三号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等（第五条―第十条） 

第二節 事業主の講ずべき措置等（第十一条―第十三条の二） 

第三節 事業主に対する国の援助（第十四条） 

第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等（第十五条―第十七条） 

第二節 調停（第十八条―第二十七条） 

第四章 雑則（第二十八条―第三十二条） 

第五章 罰則（第三十三条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置

を推進することを目的とする。 

（基本的理念） 

第二条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重

されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 

２ 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図ら

れるように努めなければならない。 

（啓発活動） 

第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と

理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解

消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 

（男女雇用機会均等対策基本方針） 

第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべ

き方針（以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項 

二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事 

項 

３ 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態

等を考慮して定められなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見

を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとす

る。 

６ 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。 

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 

第一節 性別を理由とする差別の禁止等 

（性別を理由とする差別の禁止） 

第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならな

い。 

第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練 
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二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 

三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 

（性別以外の事由を要件とする措置） 

第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を

要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由

とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務

の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該

措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはな

らない。 

（女性労働者に係る措置に関する特例） 

第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている

事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等） 

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはなら

ない。 

２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九

号）第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと

その他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対し

て解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、

事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 

（指針） 

第十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事

業主が適切に対処するために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中

「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

第二節 事業主の講ずべき措置等 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が

その労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよ

う、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を

講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べ

たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、

これに応ずるように努めなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図る

ために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

５ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中

「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する

言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題（以下この条において「性的言動問題」という。）

に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように

努めなければならない。 

２ 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労

働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措

置に協力するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深



 

74 

め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

４ 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、

事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

第十一条の三 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこ

と、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規

定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動

により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に

事実を述べた場合について準用する。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図る

ために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

４ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中

「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 

第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該

言動に起因する問題（以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。）に対する事業主その他国民

一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働

者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ず

る前項の措置に協力するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関

心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

４ 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払

うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置） 

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法（昭和四十年法

律第百四十一号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるよう

にしなければならない。 

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることがで

きるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

に必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

３ 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中

「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

（男女雇用機会均等推進者） 

第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、

第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女

の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図る

ための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 

第三節 事業主に対する国の援助 

第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇

用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に

掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。 

一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析 

二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善

するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成 

三 前号の計画で定める措置の実施 

四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備 

五 前各号の措置の実施状況の開示 
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第三章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等 

（苦情の自主的解決） 

第十五条 事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項（労働者の募集及び採

用に係るものを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及

び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。）

に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第十六条 第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項（第十一条の三第二項において準用する場

合を含む。）、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主と

の間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、第

五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。 

（紛争の解決の援助） 

第十七条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決に

つき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。 

第二節 調停 

（調停の委任） 

第十八条 都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争（労働者の募集及び採用についての紛争を除く。）につ

いて、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方から調停の申請があつた場合において

当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一

項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停を行わせるものとする。 

２ 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 

（調停） 

第十九条 前条第一項の規定に基づく調停（以下この節において「調停」という。）は、三人の調停委員が行う。 

２ 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 

第二十条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用

される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 

第二十一条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都

道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事

業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。 

第二十二条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。 

第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切

ることができる。 

２ 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。 

（時効の完成猶予） 

第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項

の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予

に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。 

（訴訟手続の中止） 

第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属

する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、

受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 

一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。 

二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。 

２ 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 

３ 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し

立てることができない。 

（資料提供の要求等） 

第二十六条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁

に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 
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（厚生労働省令への委任） 

第二十七条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

第四章 雑則 

（調査等） 

第二十八条 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施す

るものとする。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十九条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、

又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

２ 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に

委任することができる。 

（公表） 

第三十条 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項

（第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。）、第十一条の三第

一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をし

た場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

（船員に関する特例） 

第三十一条 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する

船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項（同条第六項、第十条第二項、第

十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。）、第十条第一項、第十一

条第四項、第十一条の三第三項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」

と、第四条第四項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項にお

いて準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、

第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とある

のは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項の規

定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法（昭和

二十二年法律第百号）第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十一条の

三第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定に

よる休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつた

こと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運

輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」とい

う。）」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」

とする。 

２ 前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、

第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。 

３ 前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。 

４ 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。 

５ 第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第

二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる

都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運

輸局（運輸監理部を含む。）」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱

つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるの

は「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 

（適用除外） 

第三十二条 第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及

び地方公務員に、第二章第二節（第十三条の二を除く。）の規定は、一般職の国家公務員（行政執行法人の労働

関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第二条第二号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法

（昭和二十六年法律第二百九十九号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）
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の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員に関し

ては適用しない。 

第五章 罰則 

第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（令和十八年三月三十一日までの間の男女雇用機会均等推進者の業務） 

２ 令和十八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく

取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。 
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９ 次世代育成支援対策推進法 

平成十五年法律第百二十号 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 行動計画 

第一節 行動計画策定指針（第七条） 

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画（第八条―第十一条） 

第三節 一般事業主行動計画（第十二条―第十八条） 

第四節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第五節 次世代育成支援対策推進センター（第二十条） 

第三章 次世代育成支援対策地域協議会（第二十一条） 

第四章 雑則（第二十二条・第二十三条） 

第五章 罰則（第二十四条―第二十七条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、

次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにする

とともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を

推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代

の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとす

る家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のため

の国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。 

（基本理念） 

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認

識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感

されるように配慮して行われなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念（次条及び第七条第一項において「基本理念」という。）にのっ

とり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならな

い。 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しや

すい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるように

するために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講

ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 

第二章 行動計画 

第一節 行動計画策定指針 

第七条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第一

項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主行動計画及び第

十九条第一項の特定事業主行動計画（次項において「市町村行動計画等」という。）の策定に関する指針（以下

「行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるも

のとする。 
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一 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項 

二 次世代育成支援対策の内容に関する事項 

三 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるとき

は、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、こども家庭審議会

の意見を聴くとともに、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画に係る部分につい

て総務大臣に協議しなければならない。 

５ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期とし

て、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長

に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と

家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）

を策定することができる。 

２ 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関

係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、

都道府県に提出しなければならない。 

６ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状

況を公表するよう努めるものとする。 

７ 市町村は、市町村行動計画を策定したときは、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する

評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

８ 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認める

ときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。 

（都道府県行動計画） 

第九条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期

として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の

確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な

住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関

する計画（以下「都道府県行動計画」という。）を策定することができる。 

２ 都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

三 次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時期 

３ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させ

るために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるととも

に、主務大臣に提出しなければならない。 

６ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、都道府県行動計画に基づく措置の実

施の状況を公表するよう努めるものとする。 
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７ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的に、都道府県行動計画に基づく措置の実施の状況に

関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

８ 都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると

認めるときは、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。 

（都道府県の助言等） 

第十条 都道府県は、市町村に対し、市町村行動計画の策定上の技術的事項について必要な助言その他の援助の

実施に努めるものとする。 

２ 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県行動計画の策定の手法その他都道府県行動計画の策定上重要な技術

的事項について必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

（市町村及び都道府県に対する交付金の交付等） 

第十一条 国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に

要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 

２ 国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようとする

ときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第十二条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数

が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する次世代育成支

援対策に関する計画をいう。以下同じ。）を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその

旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令

で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の

育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定により同項

第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生

労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者

の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果

を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、その雇用

する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定める

ところにより、これを公表しなければならない。 

５ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主

行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければ

ならない。これを変更したときも同様とする。 

６ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとする場合につ

いて、第四項の規定は当該一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更した場合について、それぞれ準

用する。この場合において、第三項中「定めなければ」とあるのは「定めるよう努めなければ」と、第四項中「公

表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。 

７ 第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出又は第四項の規定による公表をしない場合には、厚生

労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することがで

きる。 

（一般事業主行動計画の労働者への周知等） 

第十二条の二 前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労

働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

２ 前条第五項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。 
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３ 前条第七項の規定は、同条第一項に規定する一般事業主が第一項の規定による措置を講じない場合について

準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第十三条 厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第五項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし

適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定

めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十四条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品又は役務、その広告又は

取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十五条の四第一項において「広

告等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消

すことができる。 

一 第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十五条の二 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該

認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画（その

計画期間の末日が、当該認定一般事業主が第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。）を策定したこと、

当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業

主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する

ものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十五条の三 前条の認定を受けた認定一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第十二

条第一項及び第五項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、次世代育成支援対策の実

施の状況を公表しなければならない。 

３ 特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該特例認定一般事業主

に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告することができる。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十五条の四 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十四条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条の五 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の二の

認定を取り消すことができる。 

一 第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。 

二 第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のも

の（以下この項及び次項において「中小事業主」という。）が、当該承認中小事業主団体をして次世代育成支援

対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小

事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第

一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 
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２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律に

より設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を

直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この項において「事

業協同組合等」という。）であって、その構成員である中小事業主に対し、次世代育成支援対策を推進するため

の人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその

定める基準により適当であると承認したものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めると

きは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時

期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届

け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十

八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用す

る同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働

者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十六条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の

募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ

うとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「次世代育成支援対策推

進法第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」

とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法

について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第十二条第一項又は第五項の規定により一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれら

の規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は

当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努め

るものとする。 

第四節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施

する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を策定するものとする。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところによ

り、職員の育児休業等（国会職員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百八号）第三条第一項、国家公務

員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨

時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）において準用する場合を含む。）若しくは地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成三年法律第百十号）第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する

法律（平成三年法律第百十一号）第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令

で定めるものをいう。以下この項において同じ。）の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活

と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、
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これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、職員の育児休業等の取

得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるため

の措置を講じなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

第五節 次世代育成支援対策推進センター 

第二十条 厚生労働大臣は、一般事業主の団体又はその連合団体（法人でない団体又は連合団体であって代表者

の定めがないものを除く。）であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、

その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。 

２ 次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主その他の関係

者に対し、雇用環境の整備に関する相談その他の援助の業務を行うものとする。 

３ 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターの財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であ

ると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 

４ 厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指

定を取り消すことができる。 

５ 次世代育成支援対策推進センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項に規定する業務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 第一項の指定の手続その他次世代育成支援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

第三章 次世代育成支援対策地域協議会 

第二十一条 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域

における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地

域協議会（以下「地域協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結

果を尊重しなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。 

第四章 雑則 

（主務大臣） 

第二十二条 第七条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行

動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分（雇用環境の整備に関する部分

を除く。）については内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業

大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、一般事業主行動計画に係る部分（雇用環境の整備に関する部分に限る。）

については厚生労働大臣とし、その他の部分については内閣総理大臣とする。 

２ 第九条第五項及び第十条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科

学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。 

（権限の委任） 

第二十三条 第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

第五章 罰則 

第二十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違

反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
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一 第十四条第二項（第十五条の四第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

五 第二十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、第二十四条、第二十五条又は前条第一号から第四号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第二十二条第一項の規定は公布の日から起算し

て六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第八条から第十九条まで、第二十二条第二項、第二十三

条から第二十五条まで、第二十六条第一号から第三号まで及び第二十七条の規定は平成十七年四月一日から施

行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和十七年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 次世代育成支援対策推進センターの役員又は職員であった者の第二十条第二項に規定する業務に関して知り

得た秘密については、同条第五項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定

する日後も、なおその効力を有する。 

３ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（検討） 

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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10 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 

平成三年法律第七十六号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 育児休業（第五条―第十条） 

第三章 介護休業（第十一条―第十六条） 

第四章 子の看護等休暇（第十六条の二―第十六条の四） 

第五章 介護休暇（第十六条の五―第十六条の七） 

第六章 所定外労働の制限（第十六条の八―第十六条の十） 

第七章 時間外労働の制限（第十七条―第十八条の二） 

第八章 深夜業の制限（第十九条―第二十条の二） 

第九章 事業主が講ずべき措置等（第二十一条―第二十九条） 

第十章 対象労働者等に対する国等による援助（第三十条―第五十二条） 

第十一章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等（第五十二条の二―第五十二条の四） 

第二節 調停（第五十二条の五・第五十二条の六） 

第十二章 雑則（第五十三条―第六十一条の二） 

第十三章 罰則（第六十二条―第六十六条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設

けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定め

るほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族

の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両

立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目

的とする。 

（定義） 

第二条 この法律（第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七、第六十一条第二十八項、第四十一項、第四十二

項及び第四十五項並びに第六十一条の二第二十三項を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

一 育児休業 労働者（日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十

四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並

びに第十一章において同じ。）が、次章に定めるところにより、その子（民法（明治二十九年法律第八十九号）

第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あって当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項（同

項第三号に係る部分に限る。）の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委

託されている児童及びこれらの労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める労働者に厚生労働省令で定め

るところにより委託されている者を含む。第四号を除き、以下同じ。）を養育するためにする休業をいう。 

二 介護休業 労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにす

る休業をいう。 

三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常

時介護を必要とする状態をいう。 

四 対象家族 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、

父母及び子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）並びに配偶者の父母をいう。 

五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 

（基本的理念） 

第三条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ
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職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護につい

て家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。 

２ 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことがで

きるよう必要な努力をするようにしなければならない。 

（関係者の責務） 

第四条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を

行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 

第二章 育児休業 

（育児休業の申出） 

第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業（第九

条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。）をすることができ

る。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働

契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項に

おいて同じ。）が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子が一歳に達する日（以下「一歳到達日」という。）まで

の期間（当該子を養育していない期間を除く。）内に二回の育児休業（第七項に規定する育児休業申出によりす

る育児休業を除く。）をした場合には、当該子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、

前項の規定による申出をすることができない。 

３ 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場

合（厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合）に限り、その事業主に申し出る

ことにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者（当該子の一歳到達日において

育児休業をしている者であって、その翌日を第六項に規定する育児休業開始予定日とする申出をするものを除

く。）にあっては、当該子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限

り、当該申出をすることができる。 

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をして

いる場合 

二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合とし

て厚生労働省令で定める場合に該当する場合 

三 当該子の一歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合 

４ 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場

合（前項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、第二号に該当する場合）に限り、その事業主に申

し出ることにより、育児休業をすることができる。 

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日（以下「一歳

六か月到達日」という。）において育児休業をしている場合 

二 当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場

合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 

三 当該子の一歳六か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない

場合 

５ 第一項ただし書の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第一項ただし書中

「一歳六か月」とあるのは、「二歳」と読み替えるものとする。 

６ 第一項、第三項及び第四項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚生労働省令で定めると

ころにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「育児休業開始予定

日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）とする日を明らかにして、しなければならない。

この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合

を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。 

一 第三項の規定による申出 当該申出に係る子の一歳到達日の翌日（当該申出をする労働者の配偶者が同項

の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日） 

二 第四項の規定による申出 当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日（当該申出をする労働者の配偶者

が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以

前の日） 

７ 第一項ただし書、第二項、第三項（第一号及び第二号を除く。）、第四項（第一号及び第二号を除く。）、第五項
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及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業

終了予定日（第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の

育児休業終了予定日とされた日）とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働

契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合

には、これを適用しない。 

（育児休業申出があった場合における事業主の義務等） 

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただ

し、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働

組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書

面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当

する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると

認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項、第三項及び第四

項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 

３ 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日

とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月（前条第三項の規定による申出（当該申出

があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。）又は同条第四項の規定による申出

（当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。）にあっては二週間）

を経過する日（以下この項において「一月等経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日（当該育児休業申出があった日までに、

出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経

過日前の日で厚生労働省令で定める日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定するこ

とができる。 

４ 第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第七項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適

用しない。 

（育児休業開始予定日の変更の申出等） 

第七条 第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日

（前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項にお

いて同じ。）の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出る

ことにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変

更することができる。 

２ 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開

始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める

期間を経過する日（以下この項において「期間経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日（その日が当該申

出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日（前条第三項の規定による事業主の指定があった場合に

あっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。）以後の日である場合にあっては、当該申出に

係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日）までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始

予定日として指定することができる。 

３ 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児

休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することが

できる。 

（育児休業申出の撤回等） 

第八条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日（第六条第三項

又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規

定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下

同じ。）の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定により第五条第一項の規定による申出を撤回した労働者は、同条第二項の規定の適用については、

当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。 



 

88 

３ 第一項の規定により第五条第三項又は第四項の規定による申出を撤回した労働者は、当該申出に係る子につ

いては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これ

らの規定による申出をすることができない。 

４ 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児

休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児

休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じ

た旨を遅滞なく通知しなければならない。 

（育児休業期間） 

第九条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間（以下「育児休業期間」とい

う。）は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日（第七条第三項の規定により当該

育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項におい

て同じ。）までの間とする。 

２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が

生じた日（第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育し

ないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳（第五条第三項の規定による

申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業を

している場合にあっては二歳）に達したこと。 

三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法（昭和二十二年

法律第四十九号）第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第九条の五第一項に規定す

る出生時育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 

３ 前条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 

（出生時育児休業の申出） 

第九条の二 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業（育児休業

のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の

翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八

週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該

出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。）の期間内に四週間以

内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。）をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあ

っては、その養育する子の出生の日（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）から

起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでな

い者に限り、当該申出をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該

子については、同項の規定による申出をすることができない。 

一 当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間（当該子を養育していない期間を除

く。）内に二回の出生時育児休業（第四項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。）

をした場合 

二 当該子の出生の日（出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）以後に出生時育

児休業をする日数（出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。第九

条の五第六項第三号において同じ。）が二十八日に達している場合 

３ 第一項の規定による申出（以下「出生時育児休業申出」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、

その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「出生時育児休業開始予定

日」という。）及び末日（以下「出生時育児休業終了予定日」という。）とする日を明らかにして、しなければな

らない。 

４ 第一項ただし書及び第二項（第二号を除く。）の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する

労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日（第九条の四において準用する第七条第三項の規定により

当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされ

た日）とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に

伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業申出をする場合

には、これを適用しない。 
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（出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等） 

第九条の三 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むこと

ができない。ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から

当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たに出生時育児休業申出がなされた場合は、こ

の限りでない。 

２ 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用す

る。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第九条の三第一項ただし書及び同条第二項におい

て準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第九条の二第一項」と読み替え

るものとする。 

３ 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時

育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日

（以下この項において「二週間経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、

当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日（当該出生時育児休業申出があった日までに、

第六条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該二週間経過日前の日で厚生労働省令

で定める日）までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。 

４ 事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その

事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協

定で、次に掲げる事項を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「二週間を経過する日（以下

この項において「二週間経過日」という。）」とあるのは「次項第二号に掲げる期間を経過する日」と、「当該二

週間経過日」とあるのは「同号に掲げる期間を経過する日」とする。 

一 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の厚生労働省令で定める措

置の内容 

二 事業主が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日を指定することができる出生時育児休業申

出があった日の翌日から出生時育児休業開始予定日とされた日までの期間（二週間を超え一月以内の期間に

限る。） 

５ 第一項ただし書及び前三項の規定は、労働者が前条第四項に規定する出生時育児休業申出をする場合には、

これを適用しない。 

（準用） 

第九条の四 第七条並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休

業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。この場合において、第七条第一項中「（前条第

三項」とあるのは「（第九条の三第三項（同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同条

第二項中「一月」とあるのは「二週間」と、「前条第三項」とあるのは「第九条の三第三項（同条第四項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）」と、第八条第一項中「第六条第三項又は前条第二項」とあるのは「第

九条の三第三項（同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第九条の四において準用する

前条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する前条第一項」と、同条第二項中「同

条第二項」とあるのは「第九条の二第二項」と読み替えるものとする。 

（出生時育児休業期間等） 

第九条の五 出生時育児休業申出をした労働者がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間（以下「出

生時育児休業期間」という。）は、出生時育児休業開始予定日とされた日（第九条の三第三項（同条第四項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）又は前条において準用する第七条第二項の規定による事業主の指定

があった場合にあっては当該事業主の指定した日、前条において準用する第七条第一項の規定により出生時育

児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。以下この

条において同じ。）から出生時育児休業終了予定日とされた日（前条において準用する第七条第三項の規定によ

り当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とさ

れた日。第六項において同じ。）までの間とする。 

２ 出生時育児休業申出をした労働者（事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労

働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者

の過半数を代表する者との書面による協定で、出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定

められた労働者に該当するものに限る。）は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされ

た日の前日までの間、事業主に対し、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業するこ

とができる日その他の厚生労働省令で定める事項（以下この条において「就業可能日等」という。）を申し出る
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ことができる。 

３ 前項の規定による申出をした労働者は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までは、

その事業主に申し出ることにより当該申出に係る就業可能日等を変更し、又は当該申出を撤回することができ

る。 

４ 事業主は、労働者から第二項の規定による申出（前項の規定による変更の申出を含む。）があった場合には、

当該申出に係る就業可能日等（前項の規定により就業可能日等が変更された場合にあっては、その変更後の就

業可能日等）の範囲内で日時を提示し、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る出生時育児休業開

始予定日とされた日の前日までに当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該

労働者を当該日時に就業させることができる。 

５ 前項の同意をした労働者は、当該同意の全部又は一部を撤回することができる。ただし、第二項の規定による

申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日以後においては、厚生労働省令で定める特別の事情がある場

合に限る。 

６ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当

該事情が生じた日（第四号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

一 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が出生時育児休業申出に係

る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

二 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日（出

産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日）から起算して八週間を経過したこ

と。 

三 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日（出産予定

日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に

達したこと。 

四 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、労働基準法第

六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護

休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。 

７ 第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 

（同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例） 

第九条の六 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日にお

いて当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び

第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子（第九

条の六第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か

月に満たない子）」と、同条第三項ただし書中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日（当該労働者が第九条の

六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項（第九条の六第一

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到

達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、同項第一号中「又はその配偶者が、

当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日（当該労働者が第九条の六第一項の規定により読み替

えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項（第九条の六第一項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、

当該育児休業終了予定日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一

歳到達日（当該配偶者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係

る第九条第一項（第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予

定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、同

項第三号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日（当該子を養育する労働者が第九条の六第一項の規定により

読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項（第九条の六第一項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあ

っては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、同条第六項第一号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達

日（当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規

定によりした申出に係る第九条第一項（第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規

定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定

日とされた日（当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とさ

れた日が異なるときは、そのいずれかの日）。次条第三項において同じ。）」と、第九条第一項中「変更後の育児
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休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項（第九条の六第

一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）において同じ。）（当該育児休業終了予定日とされた日が当

該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該育児休業に係る子の出生した日から

当該子の一歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生した日以後当該労働者が労働

基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子につ

いて育児休業及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数

を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項（第九条の六第一項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）」と、同条第二項第二号中「第五条第三項」とあるのは「第九条の六第一項の規定により読み

替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第

三項（第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、「同条第四項」とあるのは「第五

条第四項」と、第二十四条第一項第一号中「一歳（」とあるのは「一歳（当該労働者が第九条の六第一項の規定

により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」と

するほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 

２ 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とさ

れた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶

者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。 

（公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用） 

第九条の七 第五条第三項、第四項及び第六項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員

の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百八号）第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律（平

成三年法律第百九号）第三条第二項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二

百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成三年法律第百十号）第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号）第二

条第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項、第三項又は第四項の

規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。 

（不利益取扱いの禁止） 

第十条 事業主は、労働者が育児休業申出等（育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。）をし、

若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかった

ことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、

当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

第三章 介護休業 

（介護休業の申出） 

第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇

用される者にあっては、第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を

経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号の

いずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。 

一 当該対象家族について三回の介護休業をした場合 

二 当該対象家族について介護休業をした日数（介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数

とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介

護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第十五条第一項において「介護休業日数」とい

う。）が九十三日に達している場合 

３ 第一項の規定による申出（以下「介護休業申出」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休

業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休

業をすることとする一の期間について、その初日（以下「介護休業開始予定日」という。）及び末日（以下「介

護休業終了予定日」という。）とする日を明らかにして、しなければならない。 

４ 第一項ただし書及び第二項（第二号を除く。）の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する

労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日（第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護

休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日）とする介護休業

をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約

の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。 

（介護休業申出があった場合における事業主の義務等） 
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第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。 

２ 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。こ

の場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する前項ただし書」と、「前

条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。 

３ 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日

とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日（以下この項において「二

週間経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日と

された日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができ

る。 

４ 前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。 

（介護休業終了予定日の変更の申出） 

第十三条 第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。 

（介護休業申出の撤回等） 

第十四条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日（第十二条第

三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する

第八条第四項及び次条第一項において同じ。）の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になさ

れる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申

出については、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。 

３ 第八条第四項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象

家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 

（介護休業期間） 

第十五条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間（以下「介護休業期間」と

いう。）は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日（その

日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象

家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三

項において同じ。）までの間とする。 

２ この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定によ

り当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。 

３ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情

が生じた日（第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象

家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一

項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間

が始まったこと。 

４ 第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 

（不利益取扱いの禁止） 

第十六条 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解

雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

第四章 子の看護等休暇 

（子の看護等休暇の申出） 

第十六条の二 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子（以下この項において「小学校第三

学年修了前の子」という。）を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働

日（その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日）を限度として、負傷し、

若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして厚

生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十

六号）第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該

小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る

行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇（以下「子の看護等休暇」という。）を取得す

ることができる。 
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２ 子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労

働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

３ 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日（前項の厚生

労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時）を明らかにして、

しなければならない。 

４ 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるもの

とする。 

（子の看護等休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 

第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことがで

きない。 

２ 第六条第一項ただし書（第二号に係る部分に限る。）及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定に

よる申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又

は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単

位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者（同項の規定による厚生労働省

令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。）」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは

「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第

十六条の二第一項」と読み替えるものとする。 

（準用） 

第十六条の四 第十六条の規定は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護等休暇について準用する。 

第五章 介護休暇 

（介護休暇の申出） 

第十六条の五 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業

主に申し出ることにより、一の年度において五労働日（要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあって

は、十労働日）を限度として、当該世話を行うための休暇（以下「介護休暇」という。）を取得することができ

る。 

２ 介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令

で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

３ 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態に

あること及び介護休暇を取得する日（前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇

の開始及び終了の日時）を明らかにして、しなければならない。 

４ 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるもの

とする。 

（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 

第十六条の六 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことがで

きない。 

２ 第六条第一項ただし書（第二号に係る部分に限る。）及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定に

よる申出があった場合について準用する。この場合において、同号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又

は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単

位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者（同項の規定による厚生労働省令で定

める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。）」と、第六条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六

条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の

五第一項」と読み替えるものとする。 

（準用） 

第十六条の七 第十六条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。 

第六章 所定外労働の制限 

第十六条の八 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労

働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働

者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲

げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が

当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業

の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 
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一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる

労働者として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働さ

せてはならないこととなる一の期間（一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。）

について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及び末日（第四項において「制限終了

予定日」という。）とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合に

おいて、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段（第十八条第一項において準用する場

合を含む。）に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 

３ 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当

該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求

は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅

滞なく通知しなければならない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第三号に掲げる事情

が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を

養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達した

こと。 

三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五

条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。 

５ 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 

第十六条の九 前条第一項から第三項まで及び第四項（第二号を除く。）の規定は、要介護状態にある対象家族を

介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対

象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは

「介護」と読み替えるものとする。 

２ 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場

合について準用する。 

第十六条の十 事業主は、労働者が第十六条の八第一項（前条第一項において準用する場合を含む。以下この条に

おいて同じ。）の規定による請求をし、又は第十六条の八第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働

者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなか

ったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

第七章 時間外労働の制限 

第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間（以下この条において

単に「労働時間」という。）を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時

間（一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。）を超え

て労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる

労働者として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を

延長してはならないこととなる一の期間（一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」とい

う。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及び末日（第四項において「制限

終了予定日」という。）とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場

合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段（第十六条の九第一項におい

て準用する場合を含む。）に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 

３ 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当

該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求

は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅



 

95 

滞なく通知しなければならない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第三号に掲げる事情

が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を

養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達した

こと。 

三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五

条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。 

５ 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 

第十八条 前条第一項、第二項、第三項及び第四項（第二号を除く。）の規定は、要介護状態にある対象家族を介

護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象

家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介

護」と読み替えるものとする。 

２ 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場

合について準用する。 

第十八条の二 事業主は、労働者が第十七条第一項（前条第一項において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者につい

て制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったこと

を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

第八章 深夜業の制限 

第十九条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当

しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間（以下この条

及び第二十条の二において「深夜」という。）において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨

げる場合は、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚

生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者 

三 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められ

る労働者として厚生労働省令で定めるもの 

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはな

らないこととなる一の期間（一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。）について、

その初日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及び末日（同項において「制限終了予定日」とい

う。）とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。 

３ 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当

該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求

は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅

滞なく通知しなければならない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第三号に掲げる事情

が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を

養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達した

こと。 

三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五

条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。 

５ 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 

第二十条 前条第一項から第三項まで及び第四項（第二号を除く。）の規定は、要介護状態にある対象家族を介護

する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家
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族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三

項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 

２ 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場

合について準用する。 

第二十条の二 事業主は、労働者が第十九条第一項（前条第一項において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者につい

て深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当

該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

第九章 事業主が講ずべき措置等 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等） 

第二十一条 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその

他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、

当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休

業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければな

らない。 

２ 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に

係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に

発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものと

して厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。 

３ 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意

向に配慮しなければならない。 

４ 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し

出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護と

の両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置（以下この条及び第二十二条第四項において「介

護両立支援制度等」という。）その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護

両立支援制度等の利用に係る申出（同項において「介護両立支援制度等申出」という。）に係る当該労働者の意

向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 

５ 事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護

両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等

その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の

始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知

らせなければならない。 

６ 事業主は、労働者が第一項若しくは第四項の規定による申出をしたこと又は第二項の規定により確認された

意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（育児休業等に関する定めの周知等の措置） 

第二十一条の二 前条第一項、第四項及び第五項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関し

て、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置（労働者若しくはそ

の配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労

働者に対し知らせる措置を含む。）を講ずるように努めなければならない。 

一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 

二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

２ 事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当

該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならな

い。 

（雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置） 

第二十二条 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じな

ければならない。 

一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 

二 育児休業に関する相談体制の整備 

三 その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置 
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２ 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければなら

ない。 

一 その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施 

二 介護休業に関する相談体制の整備 

三 その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置 

３ 前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後に

おける就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所におけ

る労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関

して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

４ 事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じな

ければならない。 

一 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置 

（育児休業の取得の状況の公表） 

第二十二条の二 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎

年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなけ

ればならない。 

（所定労働時間の短縮措置等） 

第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業

をしていないもの（一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。）に関して、厚

生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就

業しつつその子を養育することを容易にするための措置（以下この条及び第二十三条の三第一項第三号におい

て「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。）を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労

働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働

者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲

げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労

働者については、この限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理

的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短

縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその

三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、

当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準

ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 

一 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他こ

れに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤

務（第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。）をさせる措置（第二十三条の三第一項第二号及び第

二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。） 

二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者

の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措

置（第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号において「始業時刻変更等の措

置」という。） 

３ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業

をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間

以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介

護することを容易にするための措置（以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間

の短縮等の措置」という。）を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の

労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働



 

98 

組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この

限りでない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて

合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

４ 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該

労働者が申し出た日から起算する。 

第二十三条の二 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講

じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置） 

第二十三条の三 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以

上の措置を講じなければならない。 

一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの 

二 在宅勤務等の措置 

三 育児のための所定労働時間の短縮措置 

四 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇（子の看護等休暇、介護休暇及び労働

基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。）を与えるための措置 

五 前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚

生労働省令で定めるもの 

２ 前項の規定により事業主が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労

働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生

労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

３ 第一項の規定（第三号に掲げる労働者にあっては、同項第四号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）

は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働

組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書

面による協定で、次に掲げる労働者のうち第一項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に

該当する労働者については、これを適用しない。 

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 

二 前号に掲げるもののほか、第一項に掲げる措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると

認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 

三 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で第一項第四号

に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者（前項の規定により同項の厚生労

働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。） 

４ 事業主は、第一項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組

織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において

は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 

５ 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が

第一項の規定により当該事業主が講じた措置（以下この項及び第七項において「対象措置」という。）のいずれ

を選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省

令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その

他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 

６ 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。

この場合において、同条第二項中「同項の規定による申出」とあるのは「第二十三条の三第五項に規定する対象

措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当該対象措置の対象となる」と、「当該子の出生の日以後に発生し」

とあるのは「発生し」と読み替えるものとする。 

７ 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは第一項の規定により当該労働者に措置が講じられた

こと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働

者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置） 
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第二十四条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇（子の看護等休暇、介護

休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられ

るものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。）を与えるための措置

及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置

を講ずるように努めなければならない。 

一 その一歳（当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、

当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号において同じ。）に

満たない子を養育する労働者（第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。）で育児休業

をしていないもの 始業時刻変更等の措置 

二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置 

三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度 

２ 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者

（第二十三条第二項に規定する労働者を除く。）で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準

じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

３ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関

する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮

した必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

４ 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する

労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働

者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めな

ければならない。 

（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

第二十五条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養

育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環

境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他

の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べ

たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 

第二十五条の二 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当

該言動に起因する問題（以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。）に対する事業主その他国民

一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働

者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ず

る前項の措置に協力するように努めなければならない。 

３ 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心

と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

４ 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払

うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 

（労働者の配置に関する配慮） 

第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合に

おいて、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることと

なる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。 

（再雇用特別措置等） 

第二十七条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者（以下「育児等退職者」とい

う。）について、必要に応じ、再雇用特別措置（育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能とな

ったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについ

て、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。）

その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。 

（指針） 
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第二十八条 厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講

ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両

立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

の指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

（職業家庭両立推進者） 

第二十九条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、同条第二項及び第三項（これら

の規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。）、第二十一条第四項及び第五項、第二十一条の

二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項から第五項まで、第二十

四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条並びに第二十七条に定める措置等並びに子の養育

又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため

に講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければ

ならない。 

第十章 対象労働者等に対する国等による援助 

（事業主等に対する援助） 

第三十条 国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者（以下「対象労働者」という。）及

び育児等退職者（以下「対象労働者等」と総称する。）の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の

増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用

管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことが

できる。 

（相談、講習等） 

第三十一条 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、

相談、講習その他の措置を講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。 

（再就職の援助） 

第三十二条 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職

業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとと

もに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。 

（職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置） 

第三十三条 国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因

の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解

を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。 

（勤労者家庭支援施設） 

第三十四条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。 

２ 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及

び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等

の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。 

３ 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。 

４ 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行

うことができる。 

（勤労者家庭支援施設指導員） 

第三十五条 勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員（次項におい

て「勤労者家庭支援施設指導員」という。）を置くように努めなければならない。 

２ 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有す

る者のうちから選任するものとする。 

第三十六条から第五十二条まで 削除 

第十一章 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助等 

（苦情の自主的解決） 

第五十二条の二 事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条から第二十三条の三まで及び第二十

六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該

事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。）に対し
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当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第五十二条の三 第二十五条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、第五条及び第十二条から第

十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。 

（紛争の解決の援助） 

第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその

解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ

る。 

２ 第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。 

第二節 調停 

（調停の委任） 

第五十二条の五 都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は

一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係

紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 

２ 第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。 

（調停） 

第五十二条の六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百

十三号）第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合におい

て、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十

五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。 

第十二章 雑則 

（育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例） 

第五十三条 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業

（これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。）をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期

間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認

定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六

条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。 

２ この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進

に関する法律（平成三年法律第五十七号）第二条第一項に規定する中小企業者をいう。 

二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善

の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第

二十二条第三項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等

の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認め

るときは、同号の認定を取り消すことができる。 

４ 第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募

集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣

に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項

及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十

八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用す

る同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働

者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二

項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 
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６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項

の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ

うとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求める

ことができる。 

第五十四条 公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、

雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導

することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 

（調査等） 

第五十五条 厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、これらの者

の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するものとする。 

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求める

ことができる。 

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第五十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、

又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第五十六条の二 厚生労働大臣は、第六条第一項（第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び

第十六条の六第二項において準用する場合を含む。）、第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条

（第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。）、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、

第十六条の八第一項（第十六条の九第一項において準用する場合を含む。）、第十六条の十、第十七条第一項（第

十八条第一項において準用する場合を含む。）、第十八条の二、第十九条第一項（第二十条第一項において準用す

る場合を含む。）、第二十条の二、第二十一条第一項、同条第二項若しくは第三項（これらの規定を第二十三条の

三第六項において準用する場合を含む。）、第二十一条第四項から第六項まで、第二十二条第一項、第二項若しく

は第四項、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十三条の三第一項、第四

項、第五項若しくは第七項、第二十五条第一項若しくは第二項（第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二

項において準用する場合を含む。）又は第二十六条の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告

をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（労働政策審議会への諮問） 

第五十七条 厚生労働大臣は、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二

号、第六条第一項第二号（第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項に

おいて準用する場合を含む。）及び第三項、第七条第二項（第九条の四において準用する場合を含む。）及び第三

項（第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。）、第八条第三項及び第四項（第九条の四及び第十四

条第三項において準用する場合を含む。）、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の

五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二

第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号（こ

れらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。）、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項

第一号（これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。）、第十九条第一項第二号及び第三号、第

三項並びに第四項第一号（これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。）、第二十一条第一項、

第二項（第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。）、第四項及び第五項、第二十二条第一項第三号、

第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、

第二項、第三項第二号及び第五項並びに第二十五条第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとす

るとき、第二十八条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定し

ようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 

（権限の委任） 

第五十八条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府

県労働局長に委任することができる。 

（厚生労働省令への委任） 
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第五十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令

で定める。 

（船員に関する特例） 

第六十条 第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船

員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法（昭和

二十二年法律第百号）の適用を受ける船員（次項において「船員等」という。）に関しては、適用しない。 

２ 船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六

条第一項第二号（第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準

用する場合を含む。）及び第三項、第七条（第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。）、第八条第

三項及び第四項（第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。）、第九条第二項第一号及び第

三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第

一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第

四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第

三号、第二項、第三項並びに第四項第一号（これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。）並

びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項（第二十三条の三第六項において準用する場

合を含む。）、第四項及び第五項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二項第

三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、

第三項第二号及び第三号、第五項並びに第六項、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並び

に前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法（昭和二十二年

法律第四十九号）第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法（昭和二十二年

法律第百号）第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号、

第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定によ

り休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条

の六第一項中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第一項又は第二項の規定により休業し

た」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しな

かった」と、第二十三条第二項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸

上勤務」」と、同号、第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸

上勤務の措置」と、第二十三条第二項第二号中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させるこ

と」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号、第二十三条の三第一項第一号並びに

第二十四条第一項第一号及び第二号中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませるこ

と等の措置」と、第二十三条の三第一項第四号及び第二十四条第一項中「労働基準法第三十九条の規定による年

次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同条第四項中「在

宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」

とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章ま

で、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第

三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは

「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一

条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十

六条の六第一項、第十六条の八第一項（第十六条の九第一項において準用する場合を含む。）、第十六条の十、第

十七条第一項（第十八条第一項において準用する場合を含む。）、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一

項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号

（これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。）、第十七条第一項第二号、第三項及び第

四項第一号（これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第十六条の五第一項

及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。 

３ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十六条まで並びに第

三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定によ

り指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及

び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、

同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長

（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含む。）」と、同法第二十五条第一項中「第十八

条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法
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律第七十六号）第五十二条の三」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員

が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。 

（公務員に関する特例） 

第六十一条 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、

前条、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員に関しては、適用しない。 

２ 国家公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者（第二十七条に規定する育

児等退職者をいう。以下同じ。）」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等（第三十

条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。）」とする。 

３ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人（以下この条において

「行政執行法人」という。）の職員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第六十条の二第一項に規定

する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員（以下この条において「特定非常勤

職員」という。）にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する

者に該当するものに限る。第五項において同じ。）は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、

当該職員の対象家族であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令

で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下この条及び次条において「要介護家族」とい

う。）の介護をするための休業（以下この条において「行政執行法人介護休業」という。）をすることができる。 

４ 行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づ

き、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算

して九十三日を超えない範囲内で指定する期間（第三十一項において「指定期間」という。）内において必要と

認められる期間とする。 

５ 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったとき

は、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなけれ

ばならない。ただし、特定非常勤職員のうち、行政執行法人介護休業をすることができないこととすることにつ

いて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があっ

た場合は、この限りでない。 

６ 行政執行法人の職員（特定非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただ

し書（第二号に係る部分に限る。）の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用

する同号に該当しないものに限る。第八項及び第九項において同じ。）であって小学校第三学年修了前の子（第

十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子をいう。次項並びに次条第六項及び第七項において同

じ。）を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかか

った当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の

厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学

校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の

子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労

働省令で定めるものへの参加をするための休暇（以下この条において「行政執行法人子の看護等休暇」という。）

を取得することができる。 

７ 行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において五日（前項に規定する職員が

養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日）を限度とするものとする。 

８ 行政執行法人子の看護等休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定め

るもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

９ 行政執行法人の長は、行政執行法人子の看護等休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があっ

たときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 

１０ 行政執行法人の職員（特定非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項た

だし書（第二号に係る部分に限る。）の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準

用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。）は、当該職員の勤務する行政執行

法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める

世話を行うための休暇（以下この条において「行政執行法人介護休暇」という。）を取得することができる。 

１１ 行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において五日（要介護家族が二人以上の場

合にあっては、十日）を限度とするものとする。 

１２ 行政執行法人介護休暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるも
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の以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

１３ 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったと

きは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 

１４ 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員（特定非常勤職員にあっては、第

十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養

育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間

を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 

１５ 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中

「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各

号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」と

あるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 

１６ 行政執行法人の長は、職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を

延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの（第

十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育す

るために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間（第十七条第一項

に規定する制限時間をいう。次条第十六項において同じ。）を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを

承認しなければならない。 

１７ 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合にお

いて、同項中「第十七条第一項の」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、「同

項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とある

のは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 

１８ 行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって第十九条第一項の規定

を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合におい

て、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜（同項に規定する深夜をいう。次条第十八項において同じ。）

において勤務しないことを承認しなければならない。 

１９ 前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中

「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるの

は「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護

家族を介護する」と読み替えるものとする。 

２０ 行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休

業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置（以下この条に

おいて「介護両立支援制度等」という。）その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第五項の規

定による承認の請求（以下この条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。）及び介護両立支援

制度等の利用に係る承認の請求（第二十七項において「介護両立支援制度等の承認の請求」という。）に係る当

該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 

２１ 行政執行法人の長は、職員が第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、介護

両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。 

２２ 行政執行法人の長は、職員が第二十項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利

益な取扱いをしてはならない。 

２３ 第二十項及び第二十一項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業に関して、あら

かじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを職員に周知させるための措置（職員が対象家族を介護してい

ることを知ったときに、当該職員に対し知らせる措置を含む。）を講ずるように努めなければならない。 

一 職員の行政執行法人介護休業中における待遇に関する事項 

二 行政執行法人介護休業後における賃金、配置その他の勤務条件に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

２４ 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人介護休業の承認の請求をしたときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該職員に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該職員に係る取扱いを明示するように努めな

ければならない。 

２５ 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号の
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いずれかの措置を講じなければならない。 

一 職員に対する行政執行法人介護休業に係る研修の実施 

二 行政執行法人介護休業に関する相談体制の整備 

三 その他厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

２６ 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求及び行政執行法人介

護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、行政執行法人介護休業をする職員が勤務する事業所

における職員の配置その他の雇用管理、行政執行法人介護休業をしている職員の能力の開発及び向上等に関し

て、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

２７ 行政執行法人の長は、介護両立支援制度等の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のい

ずれかの措置を講じなければならない。 

一 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

２８ 行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業

等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの（一日の所定労働時間が短い職員として

厚生労働省令で定めるものを除く。）に関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づ

き所定労働時間を短縮することにより当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置

（次項及び第三十四項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。）を講じなければなら

ない。ただし、第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれかに該当

する特定非常勤職員については、この限りでない。 

２９ 行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第二十三条第一項ただし書の規定を適用す

るとしたならば同項ただし書第三号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの

（以下この条において「特定職員」という。）について育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないことと

するときは、当該特定職員に関して、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置を

講じなければならない。 

一 職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他こ

れに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務（第四十四項

において「在宅勤務等」という。）をさせる措置（第三十四項第二号及び第四十二項において「在宅勤務等の措

置」という。） 

二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により勤務させることその他の職員の承

認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置

（第三十四項第一号及び第四十一項において「始業時刻変更等の措置」という。） 

３０ 行政執行法人の職員（特定非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたな

らば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第三十二項において同じ。）は、当該職員の勤務す

る行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しない

こと（以下この条において「介護時間休業」という。）ができる。 

３１ 介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ご

とに、連続する三年の期間（当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において一日につき二

時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

３２ 行政執行法人の長は、第三十項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったとき

は、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければなら

ない。 

３３ 行政執行法人の長は、職員が第二十八項、第二十九項各号若しくは前項の規定による承認の請求をし、第二

十八項若しくは第二十九項の規定により当該職員に措置が講じられ、又は職員が介護時間休業をしたことを理

由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

３４ 行政執行法人の長は、職員（特定非常勤職員にあっては、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたな

らば同項第一号及び第二号のいずれにも該当しないものに限る。）のうち、その三歳から小学校就学の始期に達

するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づく次に

掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。 

一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの 

二 在宅勤務等の措置 
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三 育児のための所定労働時間の短縮措置 

四 職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇（行政執行法人子の看護等休暇、行政執

行法人介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。）を与え

るための措置 

五 前各号に掲げるもののほか、職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生

労働省令で定めるもの 

３５ 前項の規定により行政執行法人の長が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、

一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところに

より、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

３６ 第三十四項の規定（同項第四号に係る部分に限る。）は、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたな

らば同項第三号に該当する特定非常勤職員については、これを適用しない。 

３７ 行政執行法人の長は、第三十四項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該行政執行法

人の事業所に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する

労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 

３８ 行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当

該職員が第三十四項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置（以下この項及び第四十項において「行

政執行法人対象措置」という。）のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める

期間内に、行政執行法人対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、行政執行法人対象

措置に係る承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じ

なければならない。 

３９ 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。

この場合において、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「同項の規定による申出」と

あるのは「第六十一条第三十八項に規定する行政執行法人対象措置」と、「当該申出をした労働者」とあるのは

「当該行政執行法人対象措置の対象となる職員」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」

と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、

「労働者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。 

４０ 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人対象措置に係る承認の請求をし、若しくは第三十四項の規定に

より当該職員に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意

向の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

４１ 行政執行法人の長は、職員のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に関して、職員

の承認の請求に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇（行政執行法人子の看護等休暇、

行政執行法人介護休暇、第三十四項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休

暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。）を

与えるための措置を講ずるように努めるとともに、次に掲げる職員に関して、始業時刻変更等の措置に準じて、

必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

一 その一歳（当該職員が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生

労働省令で定める場合にあっては一歳六か月、当該職員が同条第四項の規定による申出をすることができる

場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては二歳。次号において同じ。）に満たない子を

養育する職員（特定職員を除く。同号において同じ。）で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項

の規定による育児休業をしていないもの 

二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する職員（国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項

の規定による育児休業をすることができる者を除く。） 

４２ 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員（特定

職員を除く。）で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに

関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

４３ 行政執行法人の長は、職員のうち、その家族を介護する職員に関して、行政執行法人介護休業、行政執行法

人介護休暇又は介護時間休業に関する制度に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措

置を講ずるように努めなければならない。 

４４ 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その要介護家族を介護する職員で行政執行法

人介護休業をしていないものに関して、職員の承認の請求に基づく在宅勤務等をさせることにより当該職員が

就業しつつその要介護家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。 
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４５ 行政執行法人の長は、職場において行われる職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第

一項の規定による育児休業、行政執行法人介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で

定める制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、当該職員から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならな

い。 

４６ 第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該

相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その

他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 

４７ 第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第四十五項に規定する言動について準用する。この

場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるの

は「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職

員」と、同条第三項中「事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）」とあるのは「行政執行法人

の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政

執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第四十五項」と読み替えるものとする。 

４８ 行政執行法人の長は、その講じた措置に関して、職員から第二十八項、第二十九項各号、第三十四項、第四

十一項又は第四十四項の規定による承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を

除き、これを承認しなければならない。 

第六十一条の二 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の

二、第六十条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、地方公務員に関しては、適用しない。 

２ 地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者（第二十七条に規定する育

児等退職者をいう。以下同じ。）」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等（第三十

条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。）」とする。 

３ 地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第四条第一項に規定する職員（以下この条において「地方

公共団体等の職員」という。）（同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下この条

において「短時間勤務職員」という。）以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用す

るとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第五項において同じ。）は、同法第

六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三

十一年法律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下

この条において「任命権者等」という。）の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護をす

るため、休業をすることができる。 

４ 前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要

介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九

十三日を超えない範囲内で指定する期間（第二十一項において「指定期間」という。）内において必要と認めら

れる期間とする。 

５ 任命権者等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求

があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを

承認しなければならない。ただし、短時間勤務職員以外の非常勤職員のうち、同項の規定による休業をすること

ができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該

当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。 

６ 地方公共団体等の職員（短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用す

る第六条第一項ただし書（第二号に係る部分に限る。）の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項にお

いて読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。次項から第九項までにおいて同じ。）であって小学校第

三学年修了前の子を養育するものは、任命権者等の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校

第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で

定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他

これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行う

ため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定める

ものへの参加をするため、休暇を取得することができる。 

７ 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日（地方公共団体等の職員が養育

する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日）を限度とするものとする。 

８ 第六項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定める
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もの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

９ 任命権者等は、第六項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求

があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 

１０ 地方公共団体等の職員（短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用

する第六条第一項ただし書（第二号に係る部分に限る。）の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項に

おいて読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。）は、任命権者

等の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省

令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。 

１１ 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日（要介護家族が二人以上の場

合にあっては、十日）を限度とするものとする。 

１２ 第十項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定め

るもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 

１３ 任命権者等は、第十項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請

求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。 

１４ 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員（短時間勤務職員以

外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当し

ないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、

その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。 

１５ 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中

「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各

号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」と

あるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 

１６ 任命権者等は、地方公共団体等の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する

労働時間を延長することができる場合において、当該地方公共団体等の職員であって小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するもの（第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しない

ものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者につ

いて、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。 

１７ 前項の規定は、地方公共団体等の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合に

おいて、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項

各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるの

は「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。 

１８ 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員であって第十九条第

一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した

場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければなら

ない。 

１９ 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中

「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるの

は「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護

家族を介護する」と読み替えるものとする。 

２０ 地方公共団体等の職員（短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定

を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第二十二項において同じ。）は、

任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことがで

きる。 

２１ 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする

一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間（当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。）内に

おいて一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

２２ 任命権者等は、第二十項の規定による承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求が

あったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しな

ければならない。 

２３ 任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法

律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚
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生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのな

いよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用

管理上必要な措置を講じなければならない。 

２４ 第二十五条第二項の規定は、地方公共団体等の職員が前項の相談を行い、又は任命権者等による当該相談

への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不

利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。 

２５ 第二十五条の二の規定は、地方公共団体等の職員に係る第二十三項に規定する言動について準用する。こ

の場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等（以下この

条において「任命権者等」という。）」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事

業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）」とあるのは「任命権者等」と、同条第二項中「その雇

用する労働者」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する地方公共団体等の職員（以下この項及び第四項に

おいて「地方公共団体等の職員」という。）」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、

同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公共団体等の職員は」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条

の二第二十三項」と読み替えるものとする。 

第十三章 罰則 

第六十二条 第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

報告をし、又は第五十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

二 第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

第六十六条 第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。 

（暫定措置） 

第二条 この法律の施行の際常時三十人以下の労働者を雇用する事業所の労働者に関しては、平成七年三月三十

一日までの間、第二条から第十条までの規定は、適用しない。この場合において、当該労働者に関する第十一条

の規定の適用については、同条中「一歳から小学校就学」とあるのは、「小学校就学」とする。 

（検討） 

第三条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、育児休業の制度の実施状況、育児休業中における待遇の

状況その他のこの法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の

観点からこの法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 
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11 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 

令和三年法律第五十七号 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 基本指針（第十二条） 

第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置（第十三条―第十六条） 

第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等（第十 

七条―第二十一条） 

第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等（第二十二条・第二十三条） 

第六章 雑則（第二十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対

し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児

童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒性暴力等の禁止について定めるとともに、教育職員等による児童生

徒性暴力等の防止等に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定、教育職員等による児

童生徒性暴力等の防止に関する措置並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力

等への対処に関する措置等について定め、あわせて、特定免許状失効者等に対する教育職員免許法（昭和二十四

年法律第百四十七号）の特例等について定めることにより、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関

する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携

型認定こども園をいう。 

２ この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒 

二 十八歳未満の者（前号に該当する者を除く。） 

３ この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 児童生徒等に性交等（刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。

以下この号において同じ。）をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること（児童生徒等から暴行又は

脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがない

と認められる特別の事情がある場合を除く。）。 

二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること（前号に掲げ

るものを除く。）。 

三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する

法律（平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。）第五条から第八条までの罪又は

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に

関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪（児童生徒等に係るものに限る。）に当た

る行為をすること（前二号に掲げるものを除く。）。 

四 児童生徒等に次に掲げる行為（児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。）であって児童生徒等

を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそ

のような行為をさせること（前三号に掲げるものを除く。）。 

イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位（児童ポルノ法第二条第三項第三号に規

定する性的な部位をいう。）その他の身体の一部に触れること。 

ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向

け、若しくは設置すること。 

五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをす
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ること（前各号に掲げるものを除く。）。 

４ この法律において「児童生徒性暴力等の防止等」とは、児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに児童生徒

性暴力等への対処をいう。 

５ この法律において「教育職員等」とは、教育職員（教育職員免許法第二条第一項に規定する教育職員をいう。

以下同じ。）並びに学校の校長（園長を含む。）、副校長（副園長を含む。）、教頭、実習助手及び寄宿舎指導員を

いう。 

６ この法律において「特定免許状失効者等」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより教育職員免許法第十条

第一項（第一号又は第二号に係る部分に限る。）の規定により免許状が失効した者及び児童生徒性暴力等を行っ

たことにより同法第十一条第一項又は第三項の規定により免許状取上げの処分を受けた者をいう。 

（児童生徒性暴力等の禁止） 

第三条 教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。 

（基本理念） 

第四条 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全

ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければなら

ない。 

２ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取

り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として

行われなければならない。 

３ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保

護することを旨として行われなければならない。 

４ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免

職の事由（解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。）となり得る行為であるのみならず、児童

生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであ

ることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底

を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。 

５ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の

関係者の連携の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第五条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力

等の防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策につ

いて、国と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（任命権者等の責務） 

第七条 教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用しようと

するときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。 

２ 公立学校（地方公共団体が設置する学校をいう。次項において同じ。）の教育職員等の任命権者は、基本理念

にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施の徹底を図るものと

する。 

３ 公立学校以外の学校の教育職員等を雇用する者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員

等に対し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

（学校の設置者の責務） 

第八条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における教育職員等による児童生徒性暴力等

の防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。 

（学校の責務） 

第九条 学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生徒性暴力

等の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴

力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

（教育職員等の責務） 

第十条 教育職員等は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等を行うことがないよう教育職員等としての倫理

の保持を図るとともに、その勤務する学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受け



 

113 

たと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

（法制上の措置等） 

第十一条 国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は

財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上

の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第二章 基本指針 

第十二条 文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推

進するための基本的な指針（以下この条において「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針 

二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項 

三 その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要

事項 

３ 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。 

第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置 

（教育職員等に対する啓発等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴

力等の防止等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実その他

必要な措置を講ずるものとする。 

３ 教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等

に関する理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。 

（児童生徒等に対する啓発） 

第十四条 国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生

徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことにつ

いて周知徹底を図るとともに、特に教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、

児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものである

ことに鑑み、児童生徒等に対して、教育職員等による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることは

あってはならないこと及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項（第二十一条において準用する場

合を含む。）の保護及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。 

（データベースの整備等） 

第十五条 国は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、そ

の免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状

失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 都道府県の教育委員会は、当該都道府県において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等となっ

たときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。 

（児童生徒性暴力等対策連絡協議会） 

第十六条 地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図る

ため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置

くことができる。 

第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等 

（教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置） 

第十七条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期

に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報及び相談を受け付けるための体制

の整備等に必要な措置を講ずるものとする。 

（教育職員等による児童生徒性暴力等に対する措置） 

第十八条 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者及び児童生徒等の保護者

は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合等において、教育職員等によ
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る児童生徒性暴力等の事実があると思われるときは、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる

児童生徒等が在籍する学校又は当該学校の設置者への通報その他の適切な措置をとるものとする。 

２ 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者は、前項に規定する場合におい

て犯罪の疑いがあると思われるときは、速やかに、所轄警察署に通報するものとする。 

３ 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者（公務員に限る。）は、第一項に

規定する場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の定めると

ころにより告発をしなければならない。 

４ 学校は、第一項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児

童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、直ちに、当該学校の設置者にその旨を通報するとともに、当該教育

職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果を当該学校の設置者に

報告するものとする。 

５ 学校は、前項の措置を講ずるに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を

害しないよう注意しなければならない。 

６ 学校は、第四項の規定による報告をするまでの間、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われる

児童生徒等と当該教育職員等との接触を避ける等当該児童生徒等の保護に必要な措置を講ずるものとする。 

７ 学校は、第四項の場合において犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携

してこれに対処しなければならない。 

（専門家の協力を得て行う調査） 

第十九条 学校の設置者は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、医療、心理、福祉及び法律に関する専

門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。 

２ 学校の設置者は、前項の調査を行うに当たり、児童生徒等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び

尊厳を害しないよう注意しなければならない。 

３ 都道府県は、第一項の調査が適切に行われるよう、学校の設置者に対し、同項の専門的な知識を有する者に関

する情報の提供その他の必要な助言をすることができる。 

（学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援等） 

第二十条 学校の設置者及びその設置する学校は、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の

協力を得つつ、教育職員等による児童生徒性暴力等を受けた当該学校に在籍する児童生徒等の保護及び支援並

びにその保護者に対する支援を継続的に行うものとする。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対す

る心理に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。 

（教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用） 

第二十一条 第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務（当該学

校の管理下におけるものに限る。）に従事する者による児童生徒性暴力等（当該学校の児童生徒等に対するもの

に限る。）について準用する。 

第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等 

（特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例） 

第二十二条 特定免許状失効者等（教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。）について

は、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者

等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、

再び免許状を授与することができる。 

２ 都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育

職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。 

３ 都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項（同法第十一条第五項において準用する場合を含む。）

の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その

他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力

等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。 

（都道府県教育職員免許状再授与審査会） 

第二十三条 前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府

県教育職員免許状再授与審査会を置く。 

２ 都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

第六章 雑則 
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（政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事

項は、政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、第七条第一項及び第十五条並びに附則第五条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 第二十二条の規定は、この法律の施行の日（以下この項において「施行日」という。）以後に児童生徒性

暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る免許状の再授与について適用し、施行日前

に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る免許状の再授与については、

なお従前の例による。 

２ 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後速やかに、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事す

る者による児童生徒性暴力等の防止に関する措置の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、この法律の施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務

に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

３ 政府は、前二項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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12 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 

平成二十五年法律第六十四号 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 基本的施策（第九条―第十六条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、貧困により、こどもが適切な養育及び教育並びに医療を受けられないこと、こどもが多様な

体験の機会を得られないことその他のこどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないように

するため、日本国憲法第二十五条その他の基本的人権に関する規定、児童の権利に関する条約及びこども基本

法（令和四年法律第七十七号）の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、基本理念を定め、

国等の責務を明らかにし、及びこどもの貧困の解消に向けた対策の基本となる事項を定めることにより、こど

もの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「こども」とは、こども基本法第二条第一項に規定するこどもをいう。 

（基本理念） 

第三条 こどもの貧困の解消に向けた対策は、社会のあらゆる分野において、こどもの年齢及び発達の程度に応

じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、こどもが心身ともに健やかに育成されること

を旨として、推進されなければならない。 

２ こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困により、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立するこ

とが深刻な問題であることを踏まえ、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐこと

を旨として、推進されなければならない。 

３ こどもの貧困の解消に向けた対策は、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活

の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、貧困により、こどもがその権利利益を害され

及び社会から孤立することのない社会を実現することを旨として、こども及びその家族の生活及び取り巻く環

境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。 

４ こどもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなにな

るまでの過程の各段階における支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならない。 

５ こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべき

ものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、こどもの貧困に関する国民の理解を深め

ることを通じて、社会的な取組として推進されなければならない。 

６ こどもの貧困の解消に向けた対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野に

おける総合的な取組として行われなければならない。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた

対策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該

地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第六条 国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努めなければ

ならない。 

（法制上の措置等） 

第七条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければ

ならない。 

（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、こどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況に関する

報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 
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２ こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への

報告及び公表がされたものとみなす。 

第二章 基本的施策 

（こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱） 

第九条 政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進するため、こどもの貧困の解消に向けた対策

に関する大綱（以下この条及び次条において単に「大綱」という。）を定めなければならない。 

２ 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する基本的な方針 

二 こどもの貧困率、ひとり親世帯の貧困率、ひとり親世帯の養育費受領率、生活保護世帯に属するこどもの

高等学校等進学率、生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率等こどもの貧困に関する指標及び当該指標

の改善に向けた施策 

三 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労

の支援、経済的支援その他のこどもの貧困の解消に向けた対策に関する事項 

四 こどもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

五 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価並びに当該施策の効果

を評価するために必要な指標の調査及び研究その他のこどもの貧困の解消に向けた対策に関する施策の推進

体制に関する事項 

３ 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に

向けた対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものと

する。 

４ こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち第二項各号に掲げる事項に係る

部分は、第一項の規定により定められた大綱とみなす。 

５ 第二項第二号の「こどもの貧困率」、「ひとり親世帯の貧困率」、「ひとり親世帯の養育費受領率」、「生活保護世

帯に属するこどもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率」の定義は、政令で

定める。 

（都道府県計画等） 

第十条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画

（次項及び第三項において「都道府県計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、当該市町村に

おけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（教育の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校

教育の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備その他の貧困の状況

にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

（生活の安定に資するための支援） 

第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居

の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供

その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。 

（保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援） 

第十三条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせ

んその他の貧困の状況にあるこどもの保護者の雇用の安定及び所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資

するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。 

（経済的支援） 

第十四条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえた各種の手当等

の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にあるこどもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるも

のとする。 

（民間の団体の活動の支援） 

第十五条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関す
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る活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（調査研究等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲

げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並びにそれらの成

果の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

一 こどもの貧困の実態 

二 こどもの貧困に関する指標 

三 貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方 

四 こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方 

五 地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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13 こども基本法 

令和四年法律第七十七号 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 基本的施策（第九条―第十六条） 

第三章 こども政策推進会議（第十七条―第二十条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこど

もが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の

状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることがで

きる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本

理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会

議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 

２ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ず

べき施策をいう。 

一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて

切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援 

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応

じて行われる支援 

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受

けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、そ

の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるととも

に、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見

を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先

して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認

識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこども

にはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるよう

にすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつ

つ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業主の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必

要な雇用環境の整備に努めるものとする。 
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（国民の努力） 

第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が

実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。 

（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に

関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 

２ 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 

一 少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三十三号）第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化

に対処するために講じた施策の概況 

二 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法律第七十一号）第六条第一項に規定する我が国における子

ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況 

三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十四号）第八条第一項に規

定するこどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況 

第二章 基本的施策 

（こども施策に関する大綱） 

第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こども大綱」という。）

を定めなければならない。 

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 こども施策に関する基本的な方針 

二 こども施策に関する重要事項 

三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項 

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 

一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策 

二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項 

三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号に掲げる事項 

４ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期

間を定めるものとする。 

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければなら

ない。 

７ 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。 

（都道府県こども計画等） 

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画（以下この条にお

いて「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画）

を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条において「市町村こども計画」とい

う。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、こ

どもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定に

より都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成すること

ができる。 

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、こども

の貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市

町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。 

（こども施策に対するこども等の意見の反映） 

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の

対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるもの

とする。 

（こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等） 
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第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の

年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に

行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（関係者相互の有機的な連携の確保等） 

第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行

う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関係機関及

び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に係る協議

及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。 

４ 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者をもって構

成する。 

第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、同項の

関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の活用その他の必要な

措置を講ずるものとする。 

２ 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保し

つつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信

技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知） 

第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周

知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 

（こども施策の充実及び財政上の措置等） 

第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充

実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第三章 こども政策推進会議 

（設置及び所掌事務等） 

第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 こども大綱の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進す

ること。 

三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務 

３ 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験

者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるものとする。 

（組織等） 

第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定

により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの 

二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

（資料提出の要求等） 

第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の

提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対し

ても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 抄 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案

し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ

適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策につ

いて検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 
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14 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の

理解の増進に関する法律 
令和五年法律第六十八号 

（目的） 

第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分で

ない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策

の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定

その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精

神を涵かん養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること

を目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。 

２ この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一

性の有無又は程度に係る意識をいう。 

（基本理念） 

第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての

国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理

由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 

（国の役割） 

第四条 国は、前条に定める基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとす

る。 

（地方公共団体の役割） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び

ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努

めるものとする。 

（事業主等の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用

する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及

びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方

公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施

策に協力するよう努めるものとする。 

２ 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の

幼稚部を除く。以下同じ。）の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多

様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生（以下この項及び第十条第三項において「児童等」とい

う。）の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、

相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の

児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデン

ティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（施策の実施の状況の公表） 

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関

する施策の実施の状況を公表しなければならない。 

（基本計画） 

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解

の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様

性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画（以下この条において「基本計画」という。）を策定しなけ

ればならない。 
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２ 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本

的な事項その他必要な事項について定めるものとする。 

３ 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならな

い。 

５ 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の

提出その他必要な協力を求めることができる。 

６ 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向

及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏ま

え、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならな

い。 

７ 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。 

（学術研究等） 

第九条 国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するもの

とする。 

（知識の着実な普及等） 

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場

を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよ

う、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を

講ずるよう努めるものとする。 

２ 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を

深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

３ 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティテ

ィの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育

環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議） 

第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の

関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的

指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な

推進を図るための連絡調整を行うものとする。 

（措置の実施等に当たっての留意） 

第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわら

ず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政

府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
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15 独立法人男女共同参画機構法 

令和七年法律第七十九号 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 役員及び職員（第七条―第十一条） 

第三章 業務等（第十二条・第十三条） 

第四章 雑則（第十四条） 

第五章 罰則（第十五条・第十六条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、独立行政法人男女共同参画機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目

的とする。 

（名称） 

第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところ

により設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人男女共同参画機構とす

る。 

（機構の目的） 

第三条 独立行政法人男女共同参画機構（以下「機構」という。）は、男女共同参画促進施策（男女共同参画社会

基本法（平成十一年法律第七十八号。以下この条及び第十二条第一号において「基本法」という。）第八条に規

定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策をいう。以下同じ。）に係る関係者相互間の連携及び協働の

促進、男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、男女共同参画促進

施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、男女共同参画促進施策の推進を図り、

もって男女共同参画社会の形成（基本法第二条第一号に規定する男女共同参画社会の形成をいう。第十二条第

三号において同じ。）の促進に寄与することを目的とする。 

（中期目標管理法人） 

第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。 

（事務所） 

第五条 機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。 

（資本金） 

第六条 機構の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 

２ 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することがで

きる。 

３ 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 

第二章 役員及び職員 

（役員） 

第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 

２ 機構に、役員として、理事一人を置くことができる。 

（理事の職務及び権限等） 

第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 

２ 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事と

する。 

３ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を

行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

（理事の任期） 

第九条 理事の任期は、二年とする。 

（役員及び職員の秘密保持義務） 

第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 
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（役員及び職員の地位） 

第十一条 機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令によ

り公務に従事する職員とみなす。 

第三章 業務等 

（業務の範囲） 

第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

一 基本法第八条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。 

二 男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者相互間の連

携及び協働の促進を行うこと。 

三 女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務

に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事する者並びに外国の機

関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する業務に従事するものに対する研修

を行うこと。 

四 女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び

実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。 

五 女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施並び

に民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供

すること。 

六 前各号に掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団

体に対し、助言を行うこと。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（積立金の処分） 

第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の

期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同

条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、

当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の

規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間に

おける前条に規定する業務の財源に充てることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してな

お残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

第四章 雑則 

（主務大臣等） 

第十四条 機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 

一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣 

二 第十二条第三号に掲げる業務（女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。）及び同条第四号から第六

号までに掲げる業務（女性教育に関する業務に係る部分に限る。）並びにこれらの業務に附帯する業務に関す

る事項については、文部科学大臣 

三 第十二条に規定する業務のうち、前号に規定する業務以外のものに関する事項については、内閣総理大臣 

２ 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 

第五章 罰則 

第十五条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰

金に処する。 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に

処する。 

一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 

二 第十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受け

なかったとき。 

附 則 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十四条並びに附則第三条、第四条及び第十条の

規定は、公布の日から施行する。 

（機構の成立） 

第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。 

２ 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立

の登記をしなければならない。 

（会館の解散等） 

第三条 独立行政法人国立女性教育会館（以下「会館」という。）は、機構の成立の時において解散するものとし、

次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。 

２ 機構の成立の際現に会館が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資

産は、機構の成立の時において国が承継する。 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 

４ 会館の解散の日の前日を含む事業年度（次項において「最終事業年度」という。）及び通則法第二十九条第二

項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項（第三号に係る部

分に限る。）の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告

書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令

は機構に対してされるものとする。 

５ 次に掲げる業務については、機構が行うものとする。 

一 会館の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等

に関する業務 

二 会館の最終事業年度に係る通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する

業務 

６ 前項（第二号に係る部分に限る。）の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定に

よる整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとす

る。この場合において、附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法（平成十一年法律第

百六十八号。以下この項及び次条第一項において「旧会館法」という。）第十二条の規定（同条の規定に係る罰

則を含む。）は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」

と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人男女共同参画機構の令和八年四月一日に始まる」

と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人男女共同参画機構

法（令和七年法律第七十九号）第十二条」と、同条第二項及び旧会館法第十五条第二号中「文部科学大臣」とあ

るのは「内閣総理大臣」とする。 

７ 第一項の規定により会館が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

（機構への出資） 

第四条 前条第一項の規定により機構が会館の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する

資産の価額（同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧会館法第十二

条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額を差

し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 

２ 前項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とす

る。 

３ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

（会館の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置） 

第五条 機構は、機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者（独立行政法人に係る改革を推進するた

めの文部科学省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十四号。以下この条において「平成十八年整

備法」という。）附則第四条第四項の規定の適用を受けた者に限る。）で引き続いて機構の職員となったものの退

職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二

号）第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り

扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に会館を退職したことにより退職手

当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

２ 機構の成立の日の前日に会館の職員として在職する者（平成十八年整備法附則第四条第四項の規定の適用を

受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き会館の職員として在職する者に限る。）が、引き

続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二
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条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる

勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の会館の職員としての在職期間及び機

構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同

日以後に会館又は機構を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているとき

は、この限りでない。 

（機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置） 

第六条 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項（第一号及び第四号に係る部分に限

る。）及び第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

通 則 法 第

五 十 条 の

四第一項 

の中期目標

管理法人役

職員であっ

た者 

の中期目標管理法人役職員であった者（独立行政法人男女共同参画機構法（令和

七年法律第七十九号。第六項において「機構法」という。）附則第三条第一項の規

定により解散した独立行政法人国立女性教育会館（以下「旧会館」という。）の中

期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。） 

通 則 法 第

五 十 条 の

四 第 二 項

第一号 

であった者 であった者（旧会館の中期目標管理法人役職員であった者を含む。） 

通 則 法 第

五 十 条 の

四 第 二 項

第四号 

当該中期目

標管理法人 

当該中期目標管理法人（旧会館を含む。） 

通 則 法 第

五 十 条 の

四第六項 

したこと したこと（機構法附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会

館法（平成十一年法律第百六十八号。以下この項において「旧会館法」という。）

又は旧会館が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則

（以下この項において「旧会館規則」という。）に違反する職務上の行為をしたこ

とを含む。次条において同じ。） 

 させたこと させたこと（旧会館の役員又は職員にこの法律、旧会館法若しくは他の法令又は

旧会館規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。） 

 であった者 であった者（旧会館の役員又は職員であった者を含む。） 

通 則 法 第

五 十 条 の

六第一号 

であった者 であった者（旧会館の中期目標管理法人役職員であった者を含む。） 

 定めるもの 定めるもの（離職前五年間に在職していた旧会館の内部組織として文部科学省令

で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として

主務省令で定めるものを含む。） 

通 則 法 第

五 十 条 の

六第二号 

うち、当該

中期目標管

理法人 

うち、当該中期目標管理法人（旧会館を含む。） 

通 則 法 第

五 十 条 の

六第三号 

、当該中期

目標管理法

人 

、当該中期目標管理法人（旧会館を含む。以下この号において同じ。） 

（独立行政法人国立女性教育会館法の廃止） 

第七条 独立行政法人国立女性教育会館法は、廃止する。 

（独立行政法人国立女性教育会館法の廃止に伴う経過措置） 

第八条 会館の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務につ

いては、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの

法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。  
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16 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備に関

する法律 
令和七年政令第三百九十五号 

内閣は、独立行政法人男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九号）の施行に伴い、並びに同法第十三条第四

項及び附則第三条第三項、同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定に

よる廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法（平成十一年法律第百六十八号）第十二条第四項並びに独立行政

法人男女共同参画機構法附則第三条第七項、第四条第三項及び第十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令

を制定する。 

目次 

第一章 関係政令の整備（第一条―第八条） 

第二章 経過措置（第九条―第十三条） 

附則 

第二章 経過措置 

（国が承継する資産の範囲等） 

第九条 独立行政法人男女共同参画機構法（以下「機構法」という。）附則第三条第二項の規定により国が承継す

る資産は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 

２ 前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 

（積立金の処分に関する経過措置） 

第十条 独立行政法人男女共同参画機構（以下「機構」という。）は、機構法附則第三条第五項（第二号に係る部

分に限る。）の規定による処理において、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下この項及び第十

三条第二項において「通則法」という。）第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一

項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を機構法附則第三条第六項

の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される機構法附則第七条の規定による廃止前の

独立行政法人国立女性教育会館法（以下この項及び第三項において「なお効力を有する旧会館法」という。）第

十二条第一項の規定により機構の令和八年四月一日に始まる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目

標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣

に提出し、同年六月三十日までに、なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けなけれ

ばならない。 

一 なお効力を有する旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額 

二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容 

２ 前項の承認申請書には、独立行政法人国立女性教育会館（以下「会館」という。）の令和七年四月一日に始ま

る事業年度（以下この項及び次項において「最終事業年度」という。）の事業年度末の貸借対照表、会館の最終

事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 

３ 機構は、なお効力を有する旧会館法第十二条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金

（以下この条において「国庫納付金」という。）の計算書に、会館の最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、

会館の最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和

八年六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第一項の承認申請書を提出し

たときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金

の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 

５ 国庫納付金は、令和八年七月十日までに納付しなければならない。 

６ 国庫納付金は、一般会計に帰属する。 

（会館の解散の登記の嘱託等） 

第十一条 機構法附則第三条第一項の規定により会館が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の

登記を登記所に嘱託しなければならない。 

２ 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 

（機構が承継する資産に係る評価委員の任命等） 

第十二条 機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。 
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一 内閣府の職員 一人 

二 財務省の職員 一人 

三 文部科学省の職員 一人 

四 機構の役員（令和八年三月三十一日までの間は、会館の役員） 一人 

五 学識経験のある者 一人 

２ 機構法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 

３ 機構法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局総務課において文部科学

省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。 

（機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置） 

第十三条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（次項において

「共通事項政令」という。）第十三条の規定の適用については、同条第二号中「）の総額」とあるのは「以下こ

の号において単に「契約」という。）の総額（以下この号において「機構契約総額」という。）又は独立行政法人

男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九号）附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立

女性教育会館との間に締結した契約の総額（以下この号において「旧会館契約総額」という。）」と、「当該契約

の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧会館契約総額」とする。 

２ 機構法の施行の日の前日の属する年度（共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において

同じ。）に会館の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に会館の理事長が講

じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構

の理事長が行うものとする。 

附 則 

この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第九条第一項及び第十二条の規定は、公布の日から施行

する。 
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17 東京都男女平等参画基本条例 

平成一二年三月三一日 

条例第二五号 

東京都男女平等参画基本条例を公布する。 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条―第七条) 

第二章 基本的施策(第八条―第十一条) 

第三章 男女平等参画の促進(第十二条―第十三条) 

第四章 性別による権利侵害の禁止(第十四条) 

第五章 東京都男女平等参画審議会(第十五条―第十九条) 

附則 

男性と女性は、人として平等な存在である。男女は、互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければなら

ない。 

東京都は、男女平等施策について、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に推進してきた。長年の取組に

より男女平等は前進してきているものの、今なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存在している。 

本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力ある都市として発展するためには、家庭生活においても、社会

生活においても、男女を問わず一人一人に、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されていることが重要

である。男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、真に調和のと

れた豊かな社会が形成されるのである。 

すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責

任を分かち合う男女平等参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定する。 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この条例は、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者

の責務を明らかにするとともに、都の施策の基本的事項を定めることにより、男女平等参画の促進に関する施

策(積極的改善措置を含む。以下「男女平等参画施策」という。)を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等

参画社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 男女平等参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、及び一人一人にその個性と能力を発揮

する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、責任を分か

ち合うことをいう。 

二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するた

め、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性

的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。 

(基本理念) 

第三条 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社会を基本理念として促進されなければならない。 

一 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会 

二 男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自

己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会 

三 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び政治、経済、地域その他の社会生活に

おける活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会 

(都の責務) 

第四条 都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 都は、男女平等参画施策を推進するに当たり、都民、事業者、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以

下同じ。)と相互に連携と協力を図ることができるよう努めるものとする。 

(都民の責務) 
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第五条 都民は、男女平等参画社会について理解を深め、男女平等参画の促進に努めなければならない。 

２ 都民は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第六条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。 

２ 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。 

(都民等の申出) 

第七条 都民及び事業者は、男女平等参画を阻害すると認められること又は男女平等参画に必要と認められるこ

とがあるときは、知事に申し出ることができる。 

２ 知事は、前項の申出を受けたときは、男女平等参画に資するよう適切に対応するものとする。 

第二章 基本的施策 

(行動計画) 

第八条 知事は、男女平等参画の促進に関する都の施策並びに都民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進

するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。 

２ 知事は、行動計画を策定するに当たっては、都民及び事業者の意見を反映することができるよう、適切な措置

をとるものとする。 

３ 知事は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ東京都男女平等参画審議会及び区市町村の長の意見

を聴かなければならない。 

４ 知事は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

５ 前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

(情報の収集及び分析) 

第九条 都は、男女平等参画施策を効果的に推進していくため、男女平等参画に関する情報の収集及び分析を行

うものとする。 

(普及広報) 

第十条 都は、都民及び事業者の男女平等参画社会についての理解を促進するために必要な普及広報活動に努め

るものとする。 

(年次報告) 

第十一条 知事は、男女平等参画施策の総合的な推進に資するため、男女平等参画の状況、男女平等参画施策の実

施状況等について、年次報告を作成し、公表するものとする。 

第三章 男女平等参画の促進 

(決定過程への参画の促進に向けた支援) 

第十二条 都は、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の決定過程への男女平等参

画を促進するための活動に対して、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(都の附属機関等における委員構成) 

第十二条の二 都の政策の決定過程に多様な価値観や発想を反映させるため、都の附属機関及びこれに類似する

機関(以下「都の附属機関等」という。)の委員を選任するに当たっては、知事が別に定めるものを除き、男女い

ずれの性も委員総数の四十パーセント以上となるよう努めなければならない。 

２ 都の附属機関等は、一つの性の委員のみで組織しないものとする。 

(令四条例八八・追加) 

(雇用の分野における男女平等参画の促進) 

第十三条 事業者は、雇用の分野において、男女平等参画を促進する責務を有する。 

２ 知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、事業者に対し、雇用の分野における男女の参画状況につい

て報告を求めることができる。 

３ 知事は、前項の報告により把握した男女の参画状況について公表するものとする。 

４ 知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、助言等を行うことができる。 

第四章 性別による権利侵害の禁止 

第十四条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為は、これを行って

はならない。 

第五章 東京都男女平等参画審議会 

(設置) 
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第十五条 行動計画その他男女平等参画に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都男

女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(組織) 

第十六条 審議会は、知事が任命する委員二十五人以内をもって組織する。 

２ 委員は、男女いずれの性も委員総数の四十パーセント以上となるように選任しなければならない。 

(令四条例八八・一部改正) 

(専門委員) 

第十七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。 

(委員の任期) 

第十八条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。 

(運営事項の委任) 

第十九条 この章に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則(令和四年条例第八八号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の東京都男女平等参画基本条例第十二条の二の規定は、この条例の施行後に選任され

る都の附属機関及びこれに類似する機関の委員について適用する。 
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18 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指

す条例 
東京は、首都として日本を牽けん引するとともに、国の内外から多くの人々が集まる国際都市として日々発展

を続けている。また、一人一人に着目し、誰もが明日に夢をもって活躍できる都市、多様性が尊重され、温かく、

優しさにあふれる都市の実現を目指し、不断の努力を積み重ねてきた。 

東京都は、人権尊重に関して、日本国憲法その他の法令等を遵守し、これまでも東京都人権施策推進指針に基づ

き、総合的に施策を実施してきた。今後さらに、国内外の趨すう勢を見据えることはもとより、東京二〇二〇オリ

ンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、いかなる種類の差別も許されないというオリンピック

憲章にうたわれる理念が、広く都民に浸透した都市を実現しなければならない。 東京に集う多様な人々の人権が、

誰一人取り残されることなく尊重され、東京が、持続可能なより良い未来のために人権尊重の理念が実現した都

市であり続けることは、都民全ての願いである。 

東京都は、このような認識の下、誰もが認め合う共生社会を実現し、多様性を尊重する都市をつくりあげるとと

もに、様々な人権に関する不当な差別を許さないことを改めてここに明らかにする。そして、人権が尊重された都

市であることを世界に向けて発信していくことを決意し、この条例を制定する。 

第一章 オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現 

（目的） 

第一条 この条例は、東京都（以下「都」という。）が、啓発、教育等（以下「啓発等」という。）の施策を総合的

に実施していくことにより、いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊

重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを目的とする。 

（都の責務等） 

第二条 都は、人権尊重の理念を東京の隅々にまで浸透させ、多様性を尊重する都市をつくりあげていくため、必

要な取組を推進するものとする。  

２ 都は、国及び区市町村（特別区及び市町村をいう。以下同じ。）が実施する人権尊重のための取組について協力

するものとする。  

３ 都民は、人権尊重の理念について理解を深めるとともに、都がこの条例に基づき実施する人権尊重のための取

組の推進に協力するよう努めるものとする。  

４ 事業者は、人権尊重の理念について理解を深め、その事業活動に関し、人権尊重のための取組を推進するとと

もに、都がこの条例に基づき実施する人権尊重のための取組の推進に協力するよう努めるものとする。  

第二章 多様な性の理解の推進 

（趣旨）  

第三条 都は、性自認（自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。）及び性的指向（自己の恋愛又は性愛

の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。）を理由とする不当な差別の解消（以下「差別解消」

という。）並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るものとする。 

（定義） 

第三条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 性的マイノリティ 性自認が出生時に判定された性と一致しない者又は性的指向が異性に限らない者をいう。 

二 パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、

相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係をいう。 

（性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いの禁止） 

第四条 都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。 

（都の責務） 

第五条 都は、第三条に規定する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るため、基本計画

を定めるとともに、必要な取組を推進するものとする。  

２ 都は、前項の基本計画を定めるに当たっては、都民等から意見を聴くものとする。  

３ 都は、国及び区市町村が実施する差別解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の取組について協力する

ものとする。  

（都民の責務） 

第六条 都民は、都がこの条例に基づき実施する差別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 
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第七条 事業者は、その事業活動に関し、差別解消の取組を推進するとともに、都がこの条例に基づき実施する差

別解消の取組の推進に協力するよう努めるものとする。 （東京都パートナーシップ宣誓制度）  

第七条の二 都は、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パートナーシップ関係に係る生活上の不便

の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、東京都パートナーシップ宣誓制度を実施する

ものとする。  

２ 前項の東京都パートナーシップ宣誓制度は、知事がパートナーシップ関係にある者（双方又はいずれか一方が

都の区域内において居住し、就業し、又は就学している場合に限る。）からの宣誓に係る届出を受理したことを

証明する制度をいう。  

３ 都は、都が実施する施策等において、第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度の趣旨を十分に尊重し、適切

に対応するものとする。ただし、法令等の規定により実施する施策等においては、この限りでない。  

４ 前三項に定めるもののほか、東京都パートナーシップ宣誓制度に関し必要な事項は、東京都規則で定める。  

第三章 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進  

（趣旨） 

第八条 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成二十八年法

律第六十八号。以下「法」という。）第四条第二項に基づき、都の実情に応じた施策を講ずることにより、不当

な差別的言動（法第二条に規定するものをいう。以下同じ。）の解消を図るものとする。  

（定義） 

第九条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 公の施設 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二の規定に基づき、都条例で設置

する施設をいう。  

二 表現活動 集団行進及び集団示威運動並びにインターネットによる方法その他手段により行う表現行為をい

う。  

（啓発等の推進） 

第十条 都は、不当な差別的言動を解消するための啓発等を推進するものとする。 

（公の施設の利用制限） 

第十一条 知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するため、公の施設の利用制限につ

いて基準を定めるものとする。  

（拡散防止措置及び公表） 

第十二条 知事は、次に掲げる表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該

表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該表現活動の概要等を公

表するものとする。ただし、公表することにより第八条の趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由

があると認められるときは、公表しないことができる。  

一 都の区域内で行われた表現活動 二 都の区域外で行われた表現活動（都の区域内で行われたことが明らかで

ないものを含む。）で次のいずれかに該当するもの  

ア 都民等に関する表現活動  

イ アに掲げる表現活動以外のものであって、都の区域内で行われた表現活動に係る表現の内容を都の区域

内に拡散するもの  

２ 前項の規定による措置及び公表は、都民等の申出又は職権により行うものとする。  

３ 知事は、第一項の規定による公表を行うに当たっては、当該不当な差別的言動の内容が拡散することのないよ

う十分に留意しなければならない。  

４ 第一項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他知事が認める方法により行うものとする。 

（審査会の意見聴取） 

第十三条 知事は、前条第一項各号に定める表現活動が不当な差別的言動に該当するおそれがあると認めるとき又

は同条第二項の規定による申出があったときは、次に掲げる事項について、審査会の意見を聴かなければなら

ない。ただし、同項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第一項各号のいず

れにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。  

一 当該表現活動が前条第一項各号のいずれかに該当するものであること。  

二 当該表現活動が不当な差別的言動に該当するものであること。  

２ 知事は、前項ただし書の場合には、速やかに審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は

知事に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。  

３ 知事は、前条第一項の規定による措置又は公表を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなけれ



 

136 

ばならない。  

（審査会の設置） 

第十四条 前条各項の規定によりその権限に属するものとされた事項について調査審議し、又は報告に対して意見

を述べさせるため、知事の附属機関として、審査会を置く。  

２ 審査会は、前項に定めるもののほか、この章の施行に関する重要な事項について調査審議するとともに、知事

に意見を述べることができる。  

（審査会の組織） 

第十五条 審査会は、委員五人以内で組織する。  

２ 審査会の委員は、知事が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。  

３ 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。  

（審査会の調査審議手続） 

第十六条 審査会は、知事又は第十三条第一項若しくは第三項の規定により調査審議の対象となっている表現活動

に係る第十二条第二項の規定による申出を行った都民等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める

者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査を行うことができる。  

２ 審査会は、前項の表現活動を行った者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べる機会を与えるこ

とができる。  

３ 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第一項の規定による調査を行わせることができる。 

（審査会の規定に関する委任）  

第十七条 前三条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、知事が

別に定める。  

（表現の自由等への配慮）  

第十八条 この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当

に侵害しないように留意しなければならない。  

附 則（平成三〇年条例第九三号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、平成三十一

年四月一日から施行する。  

２ 第十一条から第十三条まで及び第十六条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に行われた表現活動につい

て適用する。  

附 則（令和四年条例第八五号）  

１ この条例は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年十月十一日から施行する。  

２ この条例による改正後の東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第七条の

二第二項の規定による届出及び受理は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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19 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 

令和六年一〇月一一日 

条例第一四〇号 

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例を公布する。 

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 

東京は、多様な産業と高度な都市機能とが集積した世界有数の都市であり、日本の首都として、我が国の経済を  

牽 引している。その基盤は、多岐にわたる仕事を通じて発揮される人の力である。東京が今後も持続的に発展し

ていくためには、働く全ての人が持てる力を十分に発揮することにより、事業者が安定した事業活動を行い、誰も

が等しく豊かな消費生活を営むことができる環境を創出していかなければならない。 

そのためには、働く人の安全及び健康を害する様々なハラスメントを未然に防止する必要がある。とりわけ、顧

客等からの著しい迷惑行為であるカスタマー・ハラスメントは、働く人を傷つけるのみならず、商品又はサービス

の提供を受ける環境や事業の継続に悪影響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応し

なければならない。また、東京で働く人に影響する様々な手段によるカスタマー・ハラスメントを、東京都の区域

内にとどまらず、あらゆる場面で防止することが重要である。 

もっとも、顧客等による苦情や意見、要望は、業務の改善や新たな商品又はサービスの開発につながるものであ

ることは言うまでもない。また、働く人は、商品又はサービスを提供する就業者であると同時にそれらの提供を受

ける顧客等でもあり、誰もがカスタマー・ハラスメントを受ける側にも行う側にもなり得るという視点も不可欠

である。 

東京都は、このような認識の下、顧客等と働く人とが対等な立場において相互に尊重する都市をつくりあげる

とともに、カスタマー・ハラスメントのない公正かつ持続可能な社会を目指し、この条例を制定する。 

(目的) 

第一条 この条例は、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東京都(以下「都」という。)、

顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策(以

下「カスタマー・ハラスメント防止施策」という。)の基本的な事項を定めることにより、顧客等の豊かな消費

生活、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定した事業活動を促進し、もって公正かつ持続可能な社

会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 事業者 都の区域内(以下「都内」という。)で事業(非営利目的の活動を含む。)を行う法人その他の団体

(国の機関を含む。)又は事業を行う場合における個人をいう。 

二 就業者 都内で業務に従事する者(事業者の事業に関連し、都の区域外でその業務に従事する者を含む。)

をいう。 

三 顧客等 顧客(就業者から商品又はサービスの提供を受ける者をいう。)又は就業者の業務に密接に関係す

る者をいう。 

四 著しい迷惑行為 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な

行為をいう。 

五 カスタマー・ハラスメント 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であっ

て、就業環境を害するものをいう。 

(基本理念) 

第三条 カスタマー・ハラスメントは、顧客等による著しい迷惑行為が就業者の人格又は尊厳を侵害する等就業

環境を害し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすものであるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなけ

ればならない。 

２ カスタマー・ハラスメントの防止に当たっては、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重するこ

とを旨としなければならない。 

(カスタマー・ハラスメントの禁止) 

第四条 何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。 

(適用上の注意) 

第五条 この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 
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(都の責務) 

第六条 都は、第三条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、顧客等、就業者及び事業者に

対し、カスタマー・ハラスメントの防止に関する情報の提供、啓発及び教育、相談及び助言その他必要な施策を

行うものとする。 

(顧客等の責務) 

第七条 顧客等は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとと

もに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない。 

２ 顧客等は、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。 

(就業者の責務) 

第八条 就業者は、基本理念にのっとり、顧客等の権利を尊重し、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する

関心と理解を深めるとともに、カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努めなければならな

い。 

２ 就業者は、その業務に関して事業者が実施するカスタマー・ハラスメントの防止に関する取組に協力するよ

う努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第九条 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むととも

に、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を

確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

３ 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

(区市町村との連携) 

第十条 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策の実施に当たっては、特別区及び市町村との連携を図るよう努

めるものとする。 

(カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針の作成) 

第十一条 都は、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。 

２ 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項 

二 顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項 

三 都の施策に関する事項 

四 事業者の取組に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項 

３ 都は、指針を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。 

(財政上の措置) 

第十二条 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

(施策の推進) 

第十三条 都は、指針に基づき、次に掲げるカスタマー・ハラスメント防止施策を実施するものとする。 

一 都の支援事業等に関する情報の提供 

二 カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動に関する啓発及び教育 

三 就業環境に関する相談及び助言 

四 消費生活に関する相談及び助言 

五 就業者の安全及び健康の確保に関する相談及び助言 

六 前各号に掲げるもののほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な施策 

３ 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策を効果的に推進するため、カスタマー・ハラスメント防止施策の実

施及び当該実施状況等の検証に当たっては、関係機関等の意見を聴き、施策に反映するよう努めるものとする。 

(事業者による措置等) 

第十四条 事業者は、顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置として、指針に基づき、必要

な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた就業者への配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手

引の作成その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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２ 就業者は、事業者が前項に規定するカスタマー・ハラスメント防止のための手引を作成したときは、当該手引

を遵守するよう努めなければならない。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和七年四月一日から施行する。 

(検討) 

２ 都は、社会環境の変化及びこの条例の規定の施行の状況その他カスタマー・ハラスメントの防止に関する取

組の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

  



 

140 

20 葛飾区男女平等推進審議会規則 

平成 16年 4月 22 日 

規則第 54 号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、葛飾区男女平等推進条例(平成 16 年葛飾区条例第 3 号)第 14 条の規定に基づき、葛飾区男

女平等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 区民 4 人以内 

(2) 区内関係団体を代表する者 8 人以内 

(3) 学識経験者 3 人以内 

(4) 前 3 号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者 2人以内 

２ 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

(会議) 

第３条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(部会) 

第４条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を設けることができる。 

(委任) 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

付則 

この規則は、平成 16 年６月１日から施行する。 
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21 葛飾区男女平等推進審議会運営要領 

（目的） 

第１条 この要領は、葛飾区男女平等推進審議会規則（平成 16 年葛飾区規則第 54 号）第５条の規定に基づき、

葛飾区男女平等推進審議会（以下「審議会」という。）の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（審議会の公開） 

第２条 審議会は、葛飾区男女平等推進条例第 13 条に基づき、公開とする。 

 ただし、会長が、公開することにより公正かつ適切な審議等を妨げるおそれがあると認めた場合は、この限りで

はない。 

（審議会開催の周知） 

第３条 審議会の開催については、葛飾区ホームページ、広報紙に掲載し周知するものとする。 

（傍聴の申し込み） 

第４条 審議会を傍聴しようとする者は、その旨を事務局に申し出、手続きを行わなければならない。 

２ 前項の手続きにあたっては、傍聴受付票に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。 

３ 傍聴人は、係員の指示する席に着かなければならない。 

（傍聴人の定員） 

第５条 傍聴人の定員は、20人居ないとする。 

２ 傍聴人は、審議会開催の時刻までに受け付け順により決する。 

（傍聴人に入ることができない者） 

第６条 審議会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者は傍聴席に入ることができない。 

（傍聴人の守るべき事項） 

第７条 傍聴人は、傍聴席があるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 

(1) 審議会における言動に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、会長の許可を

得た場合は、この限りではない。 

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(4) その他審議会の妨害となるような行為はしないこと。 

（傍聴人の退場） 

第８条 傍聴人は、次にあげる場合には、速やかに退場しなければならない。 

(1) 会長が公開しないことを議決した審議会であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。 

(2) 傍聴人がこの要領に違反し、会長が退場を命じたとき。この場合において、退場を命じられた者は、当日

再傍聴席に入ることはできない。 

（審議会資料の配布） 

第９条 審議会の議事に係る資料は、傍聴人に提供するものとする。ただし、会長が提供することが適当でないと

認める場合は、この限りではない。 

（議事録の取扱い） 

第 10 条 議事録は、審議会終了後速やかに案文を作成し、その後の確認手続きを経て、区ホームページに公開す

る。掲載する際には、会長以外の発言者の氏名を伏せた形で公開する。 

（その他） 

第 11 条 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が決定する。 

   付 則 

 この要領は、平成 26 年７月１日から施行する。 
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22 葛飾区男女平等推進計画（第７次）の策定経過 

年日時 会議名 議題等 

令和７年７月 18 日 令和７年度第１回審議会 

▪ 区長より諮問 

▪ 政策・方針決定過程への女性の参画状況について 

▪ 「葛飾区男女平等推進計画（第６次）」の進捗状況に 

ついて 

▪ 「葛飾区男女平等推進計画（第７次）」の策定について 

▪ 「男女平等に関する意識と実態調査」の実施状況及び

調査資料について 

令和７年９月 24 日 令和７年度第２回審議会 

▪ 葛飾区男女平等推進計画（第６次）及び（第７次）策定

に係る委員からのご意見の集約について  

▪ 葛飾区男女平等に関する意識と実態調査（調査結果速

報版）について 

▪ 「葛飾区男女平等推進計画（第７次）」の策定に向けた

目標と課題等の審議について 

令和７年 11月 12 日 令和７年度第３回審議会 

▪ 葛飾区男女平等推進計画（第７次）の目的、計画の位置

付け及び今後のスケジュールについて 

▪ 目標と課題等に係る事務局案に対する各委員からの 

意見について 

▪ 第２回審議会の審議事項に対する決定について 

▪ 葛飾区男女平等推進計画（第７次）の成果指標（案）に

ついて 

▪ 葛飾区男女平等に関する意識と実態調査 結果報告書

（案）について 

▪ 葛飾区男女平等に関する意識と実態調査 概要版（案）

について 

令和８年１月 23 日 令和７年度第４回審議会 

▪ 葛飾区男女平等推進計画(第７次)の計画内容 課題と

成果指標に係る事務局案に対する回答について 

▪ 葛飾区男女平等推進計画(第７次)の成果指標について 

▪ 葛飾区男女平等推進計画(第７次)中間報告のまとめ

(案)について  

▪ 葛飾区男女平等に関する意識と実態調査 概要版(冊

子)について 
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23 葛飾区男女平等推進審議会委員名簿 

24 男女共同参画関連年表 
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